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平成21奪年3月00寺＝幸日厚生労働大臣決定  

厚生労働省における事後評価の実施に関する計画  

（平成2．t舎年度）  

第1 はじめに  

本計画は、行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成13年法律第86   

号。以下「法」という。）第7条第1項の規定に基づき、「政策評価に関する   

基本方針」（平成13年12月28日閣議決定。平成17年12月16日改定。   

平成19年3月30日一部変更。以下「基本方針」という。）及び「厚生労働   

省における政策評価に関する基本計画（第2期）j（平成19年3月30日厚  

生労働大臣決定。平成19年9月28日、平成20年3月31日一部変更。以   

下「基本計画」という。）を踏まえて、平成20年度に実施する事後評価の対   

象とする政策、その評価の方法等について明らかにするものである。  

第2 計画期間  

本計画の対象期間は、平成2ト参年4月1日から平成22壱＝車年3月31日   

までとする。  

第3 政策体系及び評価予定表  

基本計画策7の1の（1）のイの（イ）に規定する政策体系を構成する施策   

目標に係る指標、個別目標、個別目標に係る指標及び事務事業、同計画第7の  

1の（1）のイの（口）に規定する評価予定表を別紙1のとおり定める。  

第4 事後評価の対象としようとする政策及び評価の方法  

1 本計画の計画期間内において事後評価の対象としようとする政策及びその  

評価の方法（法第7条昇2項第1号の要件に該当するもの）  

基本計画において規定する本計画の計画期間内に事後評価の対象としよう  

、とする政策及びその評価の方法は、別紙2のとおりとする。  

2 政策決定後5年間が経過した時点で未着手のもの及びその評価の方法（法   

第7条第2項第2号イの要件に該当するもの）  

該当なし。  

3 政策決定後10年間が経過した時点で継続中のもの及びその評価の方法   

（法第7条第2項第2号ロの要件に該当するもの）   

個々の公共事業であって、「水道施設整備事業の評価の実施について」（平   

成16年7月12日健発第0712003号。以下「水道施設整備事業評価実施要  
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領」という。）で定めるところにより事後評価の対象とすることとしたもの。   

また、評価の方法については、事業評価方式を基本とする。  

4 上記1～3のほか、本計画の計画期間内において事後評価の対象としよう   

とする政策及びその評価の方法（法第7条第2項第3号の要件に該当するも   

の）   

本計画の計画期間内に事後評価の対象としようとする政策は、以下に掲げ   

る政策とする。なお、①、④及び⑤については、必要に応じて政策評価官室  
（政策統括卓付政策評価官室をいう。以下同じ。）が担当部局等（政策を所   

管する部局及び大臣官房の各課をいう。以下同じ。）と調整の上、これを定   

める。   

また、これらの評価の方法については、実維評価方式、総合評価方式又は  

事業評価方式のうちから適切に選択するものとする。  

① 本計画の計画期間内にお．いて、政策体系の施策目模に係る指標のモニタ   

リング結果や推移により評価の必要が生じた政策  

② 「国の研究開発評価に関する大綱的指針」（平成17年3月29日内閣   
総理大臣決定）に基づき、総合科学技術会議において事後評価の対象とす  

ることとされた研究開発  

③ 個々の公共事業であって、水道施設整備事業評価実施要領で定めるとこ   

ろにより事後評価の対象とすることとしたもの  

④ 事前評価を実施した政策のうち、本計画の計画期間内において事前評価   

の際に設定した評価指標のモニタリング結果や推移、政策効果の発現時期   

を参考にして評価の必要が生じたもの  

⑤ その他国民生活又は社会経済に相当程度の影響を及ぼすと認められる政   

策のうち、本計画の計画期間内に見直しが必要となったもの  

第5 事後評価の実施  

1 政策体系の施策目棟の指模のモニタリング   

（1）政策体系の施策目標の担当部局等は、当該施策目標の指標についてモニ  

タリングし、その結果を5月中の適切な時期に査定課（組織・定員要求を  

伴う政策については大臣官房人事課、予算要求等を伴う政策については大  

臣官房会計課をいう。以下同じ。）及び政策評価官室に提出する。   

（2）査定課は、提出されたモニタリング結果を参考に査定を行い、組織・定  

員要求又は予算要求等に反映させる。  

（3）政策評価官主は、モニタリングの結果を取りまとめ、7月未を目途に公  

表する。  

2 実績評価方式による評価  

（1）担当部局等は、評価対象政策に関係する部局と調整の上、原則として各   

施策目標ごとの指標の達成度を中心として評価を実施し、その評価結果を   

評価書等（法第10条に規定する評価書及びその要旨をいう。以下同じ。）  
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として取りまとめ、5月中の適切な時期に査定課及び政策評価官室に提出   

する。  

（2）査定課は、提出された評価書等を参考に査定を行い、組織・定員要求又   

は予算要求等に反映させる。  

（3）政策評価官主は、評価専担組織として、評価結果について技術的助言等   

を行うとともに、査定課の査定を経て、担当部局等による修正を加えた評   

価書等を取りまとめ、7月末を目途に公表する。  

3 総合評価方式による評価  

（1）評価対象政策を所管する担当部局等は、①当該政策の問題点の把握、原  

因の分析等がなされた時期に総合評価を、②総合評価結果を踏まえた当該  

政策の見直しが決定された時期に評価結果の政策への反映状況の報告等  

を、当該政策に関係する部局と調整の上で実施し、その評価結果等を評価   

書等としてとりまとめ、評価実施後速やかに政策評価官室に振出する。  

（2）査定課は、提出された評価書等を参考に査定を行い、組織・定員要求又  

は予算要求等に反映させる。  

（3）政策評価官室は、評価専担組織として、評価結果について技術的助言等  

を行うとともに、査定課の査定を経て、担当部局等による修正を加えた評   

価書等を取りまとめ、速やかに公表する。  

4 事業評価方式による評価  

上記2に準じ、必要に応じて政策評価官主が担当部局等と調整の上、評価   

を実施する。  

第6 社会保険庁の実績評価  

社会保険庁の平成20年＝専年度の実績評価については、社会保険庁から月標   

の達成状況について6月末までに報告を受け、その報告を基に、政策評価官室   

及び関係部局（中央省庁等改革基本法（平成10年法律第103号）第16条   

第6項に規定する実施庁の長にその権限が委任された事務に係る政策の企画立   

案を担う部局をいう。）において8月未を目途に実績評価を実施し、その結果   

を実績評価書として厚生労働大臣名で社会保険庁長官あて通知するとともに、   

速やかに公表する。その際、政策評価官室は、当該実績評価書の取りまとめ及   

び社会保険庁長官への通知並びに公表に係る事務を担う。  

第7 学織経験を有する者の知見の活用   

基本計画第8の2に規定する「政策評価に関する有識者会議」を以下のとお  

り開催する。  
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開催時期   意見等聴取垂項   

平成21書＝8＝年7月．を目  

途   

平成22書⇒＝＝年3月を目  平成22書手年度政策評価実施計画（案）等につ   

途   いて   

その他必要に応じて開催  

第8 評価結果の政策への反映状況の公表  

担当部局等は、評価結果を、新たな政策の企画立案（予算、組織・定員要求   

を含む）、既存の政策の見直し・改善に反映させるための情報として活用する。   

また、担当部局等は、平成20年度に実施した政策評価の結果の政策への反映   

状況について、9月上旬を目途に政篤評価官室に報告する。  

政策評価官室は、それらの反映状況を取りまとめた後、9月末を目途に公表   

する。  

第9 その他  
1 政策評価の継続的改善  

政策評価官室は、政策評価制度全般の改善・充実を図るため、他府省、地方   

公共団体等及び外国の状況に関する知識などの政策評価に関する情報を幅広く   

収集し、政策効果の把握の手法等の調査、研究及び開発を彿極的に進めること   

とする。  

2 職員の資質の向上   

政策評価官室は、職員の資質の向上を図るため、収集した政策評価に関する  

知識や経験等を担当部局等に適宜提供するとともに、政策評価に関する説明会  

を随時開催する。  

3 本計画の改正   

本計画につしナては、厚生労働行政を取り巻く環境の変化、法、基本方針又は  

基本計画の変更等を踏まえ、必要に応じて改正を行うものとする。  

4 厚生労働省における政策評価実施要領   

本計画に定め皐もののほか、事後評価の実施に関し必要な事項は、厚生労働  

省における政策評価実施要領に定める。  
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別紙1  

政策体系及び評価予定表  

（1）基本目標は、厚生労働行政全般を対象として、達成すべき基本的な目棲を   

掲げたものである。  

（2）施策目棟は、基本目棟を達成するために実施する施策に関する具休的な目   

標を掲げたものである。  

（3）施策目様に係る指棟は、施策目棟の達成状況を評価するために、可能な限   

り、行政の活動の結果として国民生活や社会経済に及ぼされる何らかの変化   

や影響を測るアウトカム指棟を掲げ、アウトカム指棟を設定することが困難   

な場合には、原則として、行政活動そのものや行政活動により提供されたモ   

ノやサービスのi又は利用結果等を測るアウトプット指標を掲げたものであ   

る。  

（4）個別目標は、施策目棟を達成するために実施する個々の施策に関する具体   

的な目標を掲げたものである。  

（5）個別目標に係る指標は、個別目棲の達成状況を評価するために、可能な限   

り、行政の活動の結果として国民生活や社会経済に及ぼされる何らかの変化   

や影響を測るアウトカム持棲を掲げ、アウトカム指標を設定することが困難   

な場合には、原則として、行政活動そのものや行政活動により提供されたモ   

ノやサービスのt又は利用結果等を測るアウトプット指標を掲げたものであ   

る。  

（6）事務事業は、施策目標又は個別目標を達成するために実施する手段として   

の事務及び事業を掲げたものである。  

（7）評価予定表は、各施策目様について、本計画の計画期間内の政策評価方式   

を示したものである。なお、計画期間内の各年度において政策評価を実施す   

る施策目様については、その都度実施計画においてこれを定める。   



（8）評価に当たっては、各施策目棲について、施策目様に係る持棲の状況を踏   

まえつつ、社会経済情勢の変化等の外的要因の影響などを考慮した上で、必   

要に応じて定性的な観点を加え、総合的に評価するとともに、各個別目様に   

ついても、個別目棟に係る指棟の状況を踏まえて評価することとする。  

（9）なお、今後、具体的に評価を実施する中で、施策目棟の各々の特性を十分   

に検証し、その評価手法について、知敲・経験を蓄積するとともに、新たな   

手法の開発や必要な什報・データの収集など、個別目棟、指棟の改善に努め   

るものとする。   
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基本目標Ⅰ  

基本目標Ⅰ安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること  

施策目標1地域において必要な医療を提供できる体制を整備すること  

1・－1日常生活圏の中で良質かつ適切な医療が効率的に提供できる体制を整備すること  

【施策目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

1各都道府県の医療計画において定められた4疾病5事業に係る医療連携体制の構築率（前年度以上／毎年度E）  

j＿心肺停止者の一ケ月後の生存率■社会復帰率（前年度以上／毎年度）  
3周産期死亡率（前年度以下／毎年度）  

4無医地区の数（前年度以下／毎年度）  

旦声＝病院への立入検査における指摘に対する遵守率（前年度以上／毎年度－）  
′  ヽ  ノ  

個別目標1 医療計画に基づく医療連携体制を構纂医療機憐を毒  【主な事務事業】  
糖すること  

・医療連携体制推進事業  
【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  ・共同利用施設施設整備事業  

・碓策目標l－1に係る指標lと同じ  
・在宅で死亡する者の数（前年度以上／毎年度）  

個別目標旦ヰ救急生産体制を整備すること  【主な事務事業】  
・救命救急センター運営事業  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  ・′」、児救急医残量返照蕪事業  
・施策目標11に係る指標2と同じ  ・′」、児救急医簾拠点病院運営実  
・救命救急センターの設置箇所数（前年度以上／毎年度－）  旛事業  
・小児救急医療支援事業の実施地区数及び小児救急医療拠点病院  ・ドクターヘリ導入促進事業  
運営事業の実施箇所数（前年度以上／毎年度）  

・ドクターヘリの実施箇所数（前年度以上／毎年度i）  

個別目標3 周産期医療休制を確保すること  【主な事務事業】  
・総合周産期母子医療センター  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  運営事業  
・施策目標11に係る指標3と同じ  ・地域周産期母子医療センターー  
・妊産婦死亡率（前年度以下／毎年度）0  連星阜墓  
・NICU及びMFTCUの病床数（前年度以上／毎年度）  
・総合周産期母子医療センターにおける低出生体重児の取扱件数  
（前年度以上／毎年度）  

個別目棲旦書 へき地保健医療対策を推進すること  【主な事務事業】  
・へき地医療支援機構  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  ・へき埠医療拠点病院及びへき  
・施策目標11に係る指標旦と同じ  地診療所等の設置・運営  
・無医地l貢等における医療活動日数（前年度以上／毎年度）  

・／－き地医療支援機構設置箇所数（前年度以上／毎年度）  

・へき地医療拠点病院設置筒所数（前年度以上／毎年度）  

■⊥■d、1■つ7J■つ疇：オド■  

個別目標5 病院への立入検査の徹底  【主な事務事業】  
・医療機関行政情報システム改  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  善事業  
・施策目標1－1に係る指標旦と同じ  
・病院への立入検査件数（全病院に原則年一回実施／毎年度）  ヽ一エ▲－／ヽ’lフて．」ヨ」  
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基本白襟Ⅰ  

備考  
・平成2⊥♯年度重点評価課題1  

三言宗琵こ芸票差忘・ニ吉宗  
救急医凍体制の整備  
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基本目標Ⅰ  

基本目標Ⅰ安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること  

施策目標2 必要な医療従事者を確保するとともに、資質の向上を図ること  

2－1 今後の医療需要に見合った医療従事者の確保を図ること  

【施策目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  
1就業医師数（前回調査時以上／調査時－）  

2病院勤務医師数（前回調査時以上／調査時）  

旦若就業女性医師数（前回調査時以上／調査時）   

吉去こ芸訂／キンプこ言£芸工芸昔芸－く前言芸㌫・土． 4就業看護些旦師数（前年度以上／週査壁毎年痩）  

個別目礪1 医塵皇堕鎧芸吉富言言三三諾すること  【主な事務事業】  
・短時間正規雇用制等の導入促  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

個別目標2 女性医師、看護師等の離職防IL、復職支援を図るこ  

と岩ニー言莞  

【個別目標に係る指標（■達成水準／達成時期）】  

施策目標2－1に係る指標昔麦ぜ3盈逆旦と同じ  
女性医師バンク再就業支援件数（前年度以上／調査時）  

中央ナースセンター事  

中央ナースセ  ンダー事業再就業支援件数  （前年度以上／調査時）  

評価予定表   
19   2 0   21   2 2  2 3   

実績  実績  実績  モニ   実唐   

【重】   【重】  

2－2 医療従事者の資質の向上を図ること  

【施策目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

1研修医の臨床研修目標達成度（前年度以上／毎年度）  

個別目標1 医師、歯科医師の臨床研修を推進すること  【主な事務事業】  
臨床研修費等補助金荒琵等〇  

＃定  

臨床研修等指導医養成講習会  
の実施  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

・施策目標2－2に係る指標1と同じ  

個別目標2 医療従事者等に対する研修を充実すること  

－1－  

【主な事務事業】   



基本目標Ⅰ   

医療関係職種実習施設指導者  
等養成誰習会の実施  
者謹聴具に対する研修会等の  

実施  
薬剤師研修等の実施  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

・各国療従事者におけ多読習会・研修会等の修了者△数（前年度  

以上／毎年度）  

評価予定表  
19   20   21   22   2 3   

モニ  実凍  モニ   実績  実績   

4
 
 
 

ー
■
 
 



基本目標Ⅰ  

基本目標Ⅰ安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること  

施策目標3 利用者の視点に立った、効率的で安心かつ質の高い医療サービスの提供を促進すること  

3－1 医療情報化インフラの普及を推進すること  

【施策目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

1統合系医療情報システム（オーダリングシステム、統合的電子カルテ等）の普及率  
（200床以上の医療機関のほとんどに導入すること／400床以上は2008年度まで、400床未満は201  

0年度まで）  

芸 三三労苦富にごニ∵て「ニ、・＝〇〇丁午まに、一言芸ま芸芸ニミミ〇芸芸芸芸＝三吉志し、芸芸芸ま芸芸〇・＝託に憲ご  

r qノ ヽ－ しlヽ－ くh ノ ヽ ．＝ヒ．dヽ し／▼ ll弓 寸‘l六  

2実証実験実施地に串いて、社会保障カード1仮称）に関して理解を深めた者の割合（前年度以上／毎年度）  

佃別目標1 医療のIT化を推進すること  【主な事務事業】  
地域診療情報連携推進事業  
医療情報システムの相互運用  
性確保のための対向試験ツー  
ル開発事業  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

施策目標3－1に係る指標1と同じ  

個別目標2㈱国民の理解を深め        つつ、その実施に向けた検討をこと  
【嘩事務事業】  
・社会保障カード（仮称）に関   

する制度設計書の作成  
・社会保障カード（仮称）に係  【個別目標に係る指標（達成水準／ノ達成時期）】  

る実証実験の実施  

評価予定表  19  2 0  21  2 2  2 3  実績  実績  実績  モニ  実績  【重】  【重】  【垂】  

備考  
t平成2⊥替年度重点評価課題3   

ITを活用した医療の利便性向上  
・個別目標2は、平成21年度から実施するため、平成2l  
年度から評価を行うこととする  

3－2 総合的な医療安全確保対策の推進を図ること  

【施策目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

り土竪l拉吐裡些と盤 

2医療安全対策加算届出医療機関の割合（前年度以上／毎年度）  

個別目標1 医療の質と安全性の向上を図ること  【主な事務事業】  
医療関係職種実習施設指導者  
等要請講習会の実施  
院内感染対策の推進  

【個別目療に係る指標（達成水準／達成時期）】  

‡垣策目標3m2に係る指標t及び2と同じ  
医療従事者を対象とした講習会修了者象（前年度以上／毎年度）  

個別目標2 医療事故等事例の原因究明・分析に基づく再発防止       対策の徹底を図ること  

【主な事務事業】  
・医療事故情報収集等事業  
・診療行為に関連した死亡の調   
査分析モデル事業  

等〇詮君   

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

・卿司じ  
・産科医療補障制度加入率（前年度以上／毎年度）  

－1－  



基本目標Ⅰ  

個別目標3 患者、国民との情報共有と患者、国民の主体的参加  
の促進を図ること  

【主な事務事業】  

ノアニ買蒜  
・医療安全支援センター総合支   

援事業   
【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

・都道府県及び保健嘩の設置数   
（前年度以上／毎年度）  

・二卿（前年度以上／毎   
年度）  

評価予定表  19  20 1 211 22    2 3  モニ  実績 【重】  モニ  実績  実績  



基本目標Ⅰ  

基本目標Ⅰ安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること  

評価予定表  
19   20   21   2 2   2 3   

実績  モニ  モニ実線  実績韓  実線  
総合  

ー1－  
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基本目棟Ⅰ  

基本目標Ⅰ 安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること  

施策目標5 感染症など健康を脅かす疾病を予防・防止するとともに、感染者等に必要な医療等を確保すること  

5－1 感染症の発生・まん延の防止を図ること  

【施策目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

1結核患者寝息率の推移（人口10万人対比18人以下／平成22年度）  
2病原体等取扱施設の検査結果の適正割合（90％以上／毎年度）  
3予防接種の接種率（締按ポリオ・麻疹・風疹）（おおむね95％／毎年度）  
4抗インフルエンザウイルス薬の備蓄（国艮の45％相当量／平成23年度未、かつ、前年度以上／平成20年度  

・21年度）  

旦ヰ保健所等における肝炎検査受診者数（前年度以上／毎年度）  

個別目標1感染症対東の充実を図ること  【主な事務事業】  
・直接服薬確静療法事業  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  ・感染症発生動向調査事業  
・施策目標5－1に係る指標1及び2と同じ  ・感染症指定医療機関の施設整  
・定点医療機関の全国充足率（おおむね100％／毎年度）  備  
・感染症指定医療機附充足率（前年度以上／ ・予防接種普及倦発事業  

100％を目指す≠蒜）  

個別目棲2 病原体等所持者からの許可及＝辞届＝出＝障静牢番事務を  【主な事務事翠】  
適切ヰき行＝牽き圭新型インフ′レエンザ対策を推進する  

こと  友群居播弱受剰棄襟抒攣頑＝務  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  鮎▲、一■－＋■－一一・▲・・－±已】－1l人舶ヒ  
・施策目標5－1に係る指標書旦と同じ  ・新型インフルエンザ対韻事巣  

・感染症指定医僚機問充足率（前年度以上／毎年度）（おおむね  
100％をロ捜す声）■1毎週）＿  

個別目標旦ヰ 肝炎対策を推進すること  

【務事業】 ・普及啓  

【主な事務事業】  
′Jlニ′ヽ′tJ′rヽ・「「．7ド．  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  ・肝炎治瞭特別促進事巣  
・施策目標5－1に係る指標旦ヰと同じ  ・特定感染症検査等事業  
・肝炎インターーフェロン治療受給者祉交トい申請件数（10カ人  ・鯉康増進事業（肝炎ウイルス  

／匡年度⊥  壁＿診1 

・肝疾患診療連携拠点病院の設置数（47都道府県／平阻2巨睾  
舎年度）  

・肝炎対策協議会の設置数（47都道府県／平成214専年度）  

評価予定表   備考  
19  20  21  22  23   
実練 実練 実績 モニ 実練  払，．△一弘血止こよ↓塵爪出土       ′l¶J■ト」lll■l’くJ、′■I＿′、′、■′l、▼′■＿′、′■ロ  

【重】【重】⊥塵⊥  
・平成蔓．j－紳年度重点評価課題4令  

感染症対策の充実・強化  

毒荘，一劫ヒ＿姐＿瓜J岩こコ由一∪ゝ加□＿L＿＿併Jl」瓜▲丘二拙＿＿ 

5－2 治療方法が確立していない特殊の疾病等の予防・治療等を充実させること  

【施策目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

1特定疾患治療研究事業の受給首誰交付件数柵＝ザ・タ＝軍こロ司ぢ愕  一→rr7・アブ・－一   一（前年度以上／毎年  

翫   



評価予定表   
19  20】21122  23   
モニ  実績lモニl実績  実績   

5－3 適正な移植医療を推進すること  

【施策目標に係る指標（達成水準／達成時期）】 1臓器提供意思登録システム登録者数（前年度以上／毎年度）  

2非血縁者間骨髄移植実施数（前年度以上／毎年度）  

個別目標1 臓器移植対策等を推進すること  【主な事務事業】  
臓器移植対策事業  
造血幹細胞移植対策事業  【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

施策目標5－3に係る指標1及び2と同じ  
▼血占よ塞軋′fゝ應」J．＿故虫とJ⊥已」」J占＝1⊥」」Ⅶ＿．＿∴しJ■コ＿＝去三三舶⊥．＿＿＿′  

5－4 原子爆弾被爆者等を援護すること  

【施策目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

1被爆者健康診断受診率（＝前年度同程度∴経年度）  

個別目標1 被爆者の健康の保持・増進を図ること  【主な事務事業】  
・原爆被爆者に対する手当の支   
給   【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

施策目標5－4に係る指標1と同じ  

評価予定表   
19  20121l22  23   
モニ  実績1モニ1実績  実績  



基本目標Ⅰ  

基本目標Ⅰ 安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること  

施策目標6 品質・有効性・安全性の高い医薬品・医療機器を国民が適切に利用できるようにすること  

6－1 有効性・安全性の高い新医薬品・医療機器を迅速に提供できるようにすること  

【施兼目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

1新医薬品の審査事務処理期間（12ケ月）内に処理した割合（70％以上／平成19年度、80％以上／平成2   
0年度）  

2新医療機器の審査事務処理期間（12ケ月）内に処理した割合（90％以上／平成20年度まで毎年度）  
3ドラッグ・ラグの解消（2．瑚或23年度）  
4デバイス・ラグの解消（19月短締／平成25年度）  

個別目標1 有効性・安全性の高い新医薬品の迅速な承認審査を       推進すること  

【主な事務事業】  
・新医薬品の迅速な承認審査  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

・施策目標6－1に係る指標1及び3と同じ  

個別目標2 有効性・安全性の高い新医療機器の迅速な承認審査  
を推進すること  

【主な事務事業】  
・新医療機器の迅速な承認審査  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

・施策目標6－1に係る指標2及び4と同じ  

評価予定表   
19   20  21 22  2 3   

モニ   実績  
【重】   

備考 ・平成2⊥♯年産量点評価課題旦章   開発医療機器の審査迅速化  

6－2 医薬品等の品質確保の徹底を図るとともに、医薬品等の安全対策等を推進すること  

【施策目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

ニ≡土≡芸・ニ昔芸くづ  
＝宝典品等副作用情報収集件数（前年度以上／／毎年度）  
2医薬品副作用被害救済給付の請求があったもののうち、瑚割   

合（前年度以上／毎年度）  

個別目標1 医薬品等の品質確保の徹底を図ること  【主な事務事業】  
立入検査・指導  
好事監視員の資質向上  
自主回収に係る情報の公開  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

芸芸＝吉告－ニ：こ諒こ荒芸二・と買・じ  

・製造所、薬局等への立入検査件数（－）  
・製造所、薬局等への指導件数（－）  

個別目標2 医薬品等の安全対策を推進すること  【主な事務事業】  
安全性情報の収集、分析、評  
価とその調査  
医薬品等の使用上の注意の改  
訂等  
安全性情報の提供  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

施策目標6－2に係る指標⊥寺と同じ  

個別目標3 医薬品副作用被害等救済制度の適正な管理を行うこ  
と  

（副作用救済給付業務等に関する評価については、独立行政法人  

通則法（平成11年法律第103号）に基づく独立行政法人評価  

－1－  

10  

【主な事務事業】  
・医薬品副作用被害等救済制度   
の適正な管理   

‘‾◆r  ‾  



基本目標Ⅰ  

評価予定表  
19   20   21   22   2 3   

モニ  実績  
【重】   

6－3 医薬品の適正使用を推進すること  

【施策目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

1医薬分業率（全国・地域別）（前年度以上／毎年度）  

2研修・講習会等受講者諾合致（延べ）（前年度以上／毎年度）  

個別目標1 薬局機能を強化し、医薬分業を推進するとともに医  
薬品の適正使用の普及啓発を推進すること  

【主な事務事業】  
芸・票分業訂冨苦笑＝言芸  

薬局ヒヤリハット事例収集  
分析事業  【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

・施策目標6－3に係る指標1及ご三と同じ  

個別目標2 薬剤師研修を充実すること  【主な事務事業】  
4年制卒薬剤師研修事業  

指導薬剤師養成事業  
専門薬剤師研修事業  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

・施策目標6－3に係る指標2と同じ ≡≡・苦言「会等完芸吉芸（－）  

個別目標  の普及啓発を推進すること  

適正使用啓発推進事業  
【個別目標に係る指標（達成水準／達成時  一般用医薬品販売安全対策普  
消費者くすり相談の相  

材配布部数（－）  

評価予定表  19  20  21  2 2  2 3  実績  モニ  三三実績  モニ  実績  

施策目標7 安全で安心な血液製剤を安定的に供給すること  

7－1 健康な献血者の確保を図り、血液製剤の国内自給、使用適正化を推進し、安全性の向上を図ること  

【施策目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

1設立によプ誌荒した立法三（安定供給に必要な血液量の碓保率（90％以上／毎年度）⊂J  

個別目標1 健康な献血者の確保を図り、献血により安全な血液  
製御が需要に応じて適切に供給されるようにすると  
ともに、血液製剤の国内自給及び適正使用の推進を  
図ること  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

施策目標7－1に係る指標1と同じ  
アルブミン製剤の供給量（前年度末満／毎年度）   



基本目標Ⅰ  

個別目標2       、正化を推進すること  

評価予定表   
19  20l21122  23   
モニ  実績lモニl実績  実績  



基本目標Ⅰ  

基本目標Ⅰ安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること  

評価予定表   
19   20   21   22   2 3   

実績  
【重】   

tl－  

13   



基本目標Ⅰ  

基本目標I安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること  

施策目標9 新医薬品・医療機器の開発を促進するとともに、医薬品産業等の振興を図ること  

9－1新医薬品・医療機器の開発を促進するとともに、医薬品産業等の振興を図ること  

【施策目様に係る指標（達成水準／達成時期）】  

1新医薬品・医療機器の承認取得数（前年度以上／毎年度）  

2治験届の提出数（前年度以上／毎年度）  

3医薬品、嘩互（前年度以上／毎年度）  
旦春後発医薬品の市場規模（数暮全体に占める割合（率）・金額全体に占める割合（率））（前年度以上／毎年度）  

三千二三＝吉二号こ言≡ニ（ナ  
5医療用医薬品に係る取引価格の妥結率（前年度以上／毎年度）  

6バーコード貼付率（前年度以上／毎年度）  

個別目療1画期的な医薬品、医療機器等姐皇帝墾塵開発の促      進、治験環境の整備等による治癒率の向上、患者の        QOLの向上を図ること  
【主な事務事業】  
・保健医療分野における基礎研   
究推進等事業及び出融資事業  

・治験拠点病院活性化事業  
・治験推進助成事業  
・治験推進研究事業  
・政策創薬総合研究事業  

ニニ＝芸孟芸芸  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

・施策目標9－1に係る指標1盈旦旦と同じ  

研究開発を支援すること  【主な事務事業】  
（独）医薬  

【個別目標に係る  達成水準／達成時期）】  進事業・出融資  
施策目標9－1に係る   
医薬品・医療機器の市場規模  以上／毎年度）  ・産学官連携の創薬等ヒューマ   

ンサイエンス総合研究事業  各研究評価会議の実施回数（1回／   

個別目標3 治験環境を整備すること  【主な事務事業】  
治験拠点痛院活性化事業  

【個別目標に係る指標  準／達成時期）】  進助成事業  
施策目標9－－1   指標2と同じ  

拠点医療機関等協議会の実施回数（1回／毎年  

個別目標2 医薬品・医療機器産業の動向を坦鹿追把握すること  【主な事務事業】  
産業情報確保対策事業  
医薬品等供給動向調査事業  
医療機器産業振興調査事業  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

碑司じ  

個別目標旦寺 後発医薬品の使用を促進すること  【主な事務事業】  
・後発医薬品使用促進対策車業  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  
・施策目標9－1に係る指標4寺と同じ  

個別目標旦奪 取引慣行の改善による公正な競争を実現する毒幸        とともに流通の効率化等を推進すること  
【主な事務事業】  

・コード表示 情報化促進事業  

・医薬品、医棟機器等流通近代   【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

・施策目標9－1に係る指標旦ヰ及び旦呑と同じ  

年度ナ  

ー1－  

14  

‾1、  



基本目標Ⅰ  

評価予定表   

19   2 0   21   22   2 3   

実績  

【重】   【重】   

－2－  

15   



基本目標Ⅰ  

基本目標Ⅰ 安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること  

施策目標10全国民に必要な医療を保障できる安定的・効率的な医療保険制度を構築すること  

10－1 適正かつ安定的・効率的な医療保険制度を構築すること  

【施策目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

l各医療保険制疫別における決算での総収支差が赤字である保険者数の割合  
く前年度以下／毎年度＞  

個別目標1 保険者の再編・統合や保険者の財政基盤の強化を通   【主な事務事業】  
じて、医療保険財政の安定を図ること   ・老人医療保険給付諸費  

・国民健康保険助成費  
【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  ・全国健康保険協会助成費  

○ 各医療1矧険制度別における決算での総収支差が赤字である保険   蛙疲保険組合助成費  
音数の割合  

＜前年度以下／毎年度＞  
※施策目標10－1に係る指標1と同じ  

ヽ   ′  

＼  ′  

個別目標旦舎 保険者の適用・徴収・給付事務を適正かつ効率的  【主な事務事業】  
なものとすること   ・特別調整交付金（普通調整交  

（政府管掌健康保険の収納に関する評価については、中央省庁等   付金減額解除分）  

改革基本法（平成10年法律第103号）に基づく社会保険庁の  
実施庁評価にによるものとする。）  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

○ 各医療供険制度における保険料（税）の収納率  

く前年度以上／毎年度＞  

′  H・・Tんメし′  

○各医療保険制度における医療費通知実施保険者数里塾＿企  

く前年度以上／毎年度＞幸  
○協会けんぽにおける現金殴吐¢埠経鼻息埋むら．呈給法定適卸眉  

到適ぇでゼ埋現 
く事業計画に定める期間（平成20年度未を目途に2週間以  

内とする）／毎年度：：＞  

個別目標A暮 春査支払機関の事務が適正かつ効率的なものとな  【主な事務事業】  
るようにすること  ・診療報酬情報提供サービス  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

○ レセプトのオンライン化率  
く前年度以上（平成23年度当初に原則と巨専売全オンライ  

ン化）／毎年度＞′ノ平成舎寺年度当初、  

○ 社会保険診療棟副文払基金における審査支払手数料  
く前年度以下（平成23年度には医科・歯科分1．06円程度、  

調剤分49円軽度）／毎年度＞ 

個別目標2 長寿医療制度を円滑に運営すること  【主な事務事業】  
・老人医療保険給付講読  

（⊃決算での総収支差が赤字である広域連合数の割合  

く前年度以ド／ノ毎 二度＞  

○ 広域連合における保険料の収納率  
く前年度以上／毎年度＞  



基本目標Ⅰ  

評価予定表  

19   2 0   21   22   23   

実凍  実績  実績  モニ  実績   
【重】  【重】   【蚤】   

10－2 生活習慣病対策や長期入院の是正等により中長期的な医療費の適正化を図ること  

【施策目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  
1メタポリックシンドロームの該当者・予備群の数  

く前年度以卜  （平成24年度において平成20  年度と比べて10％以上減少L／毎年隼≧平岩三三午ま）  
2 平均在院日数の全国平均と最短県の差   

く前年度以「（平成24年庫において平成18年10月と比べて1／3に縮小L／室生星之㌣ま＝ミキ芸）  

個別目標1 医療保険者における特定健診・特定保健指導を実施  
すること  

【主な事務事業】  
・瑚導免担   

（紺助）金  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】   

○特定健診実施率（国保・健保全音）   

瑚こ70％以上）′／／毎年度＞≠平  
ま＝壬・芋ま）  

○特定保健指導実施率（国埋二壁壁全昏）   
瑚45％以上）／／毎年度＞≠辛  

ま＝ミキま）  
0時運埋葬寒塾生 ＿ ＿  く事業計嘩（平  

成24年度に70％）／／毎年度＞／  嘩けんば）   
く事業計画に峰ま蔓q」＿蔓％⊥⊥里  
成24年度に45％）／毎年度＞  

個別目標2 療養病床から老人保健施設等への転換を促進するこ  
との転換の促進に関する事業  

【主な事務事業】  
・病床転換助成事業交付金＝e仮  

称奉＝   

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

○療養病床数  
く前年度以卜  （平成2⊥1年度に約21月‾床  1室」都道府県の  
合算値、凋っ準備水準を検証））／  

評価予定表  19  20  21  2 2  23      王三 実梧  モニ  実凍  



基本目棟Ⅰ  

施策目標11妊産婦・児童から高齢者に至るまでの幅広い年齢層において、地域・職場などの様々な場所で、国民的な  
健康づくりを推進すること  

11－1地域住民の健康の保持・増進及び地域住民が安心して暮らせる保健医療体制の確保を図ること  

【施策目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

⊥直町村保障師数」前年度以上／飽生壁L  

個別目標1 地域保健従事者の人材確保及び資質の向上を図るこ  
と  

【主な事務事業】  
保健師中央研修  
地域指導者専門技術等研修  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

施策目標11－1に係る指標1菱和＝と同じ  

評価予定表   

211 22   23   

19  20 】     実績●  モニlモニ集線lモニ  実績  

11－2 生活習慣の改善等により健康寿命の延伸等を図るとともに、がんによる死亡者の減少を図ること  

【施策目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  
1メタポリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の該当者・予備群の減少率（40～74歳）（男性）（10％以   
上／2012年、かつ、前年度以上／／平成20年度・21年度）  

2メタポリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の核当者・予備群の減少率（40～74歳）（女性）（10％以   
上／2012年、かつ、前年度以上／平成20年度・2ト隼度）  

3糖尿病有病者数（1000万人／2010年Lか？ユ適宜度払＿上∠型盈旦旦生藍二且L旦三度）  
4がんの年齢調整死亡率（75歳未満）の減少率（20％／平成28年度ゝ＿かつL＿車生産J司軽度∠11星呈9年度：＿＿   

21年度）  

個別目標1 健康づくり対策（栄養・食生活）を推進すること  【主な事務事業】  
健康的な㈱  
化事業（メタポリックシンド  

ローム予防戦略事業L  

生活習慣病予防対策推進費＿（壁  

生む生活登場屈＿吐逆動推進畢  

巣費）  

食生活改善地区組織強化費  
国民健康・栄養調査委託費   

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

・20歳代女性のやせの者の割合（15％以下／2010年！▼か   
？ユ敵生産以上∠－平成旦旦生壁∴之▼1＿生塵）  

・肥満者の割合   
20～60歳代（野性）（15％以卜／201（川三LAナ了2ユ．戯   
年度以上∠蚤越牒9華塵1．呈1年塵）  
40～60歳代（女性）（20％以卜／201り年  
午度以下／平成20年度・21年度）  

①手帝年≠  
嘲食を欠食する人〝）割介  

中学、高校′L（0－‰／2010年凋  

旦登壇二旦rl生塵）  
男性（20歳代）（】5％以仁／／2（＝0年Lせて三ユ亜年填以  
卜／平成20年度・21勺三度）  

東性（30歳代）（】5γ－以卜／／201（咋」A湖  
上∠ユ岬1生塵）  



基本目標Ⅰ  

個別目標2 健康づくり対策（身体活動・運動）を推進すること    【主な事務事業】  

・壁幽生活習慣づく9＿鼻血  
【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  但要塞 ■＿ 
・日常生活における歩数（男性）（9，200歩以上／2・010  ローム予防戦略事業L  
年、かつ、前年度以上／平成20年度・21年度）  ・生活習慣病予防対策推進費上塵  

・日常生活における歩数（女性）（8，30P歩以上／2010  やかむ活習慣国民運動推進事  

年、かつ、前年度以上／平成20年度・21年度）  巣費）  

・運動習慣者の割合（男性）（39％以上／2010年1かつ、  
前年度以上／平成20年度・21年度）  

・運動習慄者の割合（女性）（35％以上／2010年」透ご之」  
前年度以上／平成20年度・21年度）  

個別目標3 健康づくり対策（たばこ、アルコール）を推進する  【主な事務事業】  
こと  ・生活習慣病予防対策推進費l壁  

生む生董盟埋国蛙遁遡塵進＿事  
【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  豊里L  

・健康的な生活習慣づくり重点  
化事業（たばこ対策促進事業  

一‾‾‾‾‾‾】  
費）  

l ヽ    － ′・l→．1人   ′＿．、′   ノ．、  ▲  」 ＿ ▲．．．＿ヽ  ・たばこ・アルコール対策推進  
・喫帰している人♂）割合  費  
ヰ一字1年（男惟）（（川i）／ノノ2010年三、かつ、前回調査以卜／′1  

平成20年度）  

高校3年（男性）＝）％／／／2（）10年ゝ▲むつ、前回調査以卜／  

平底召せ年度）  ▲  
中学1年（女性）（n－％／2（）l〔）1ト かつ、前回調査以卜／／／  

平成20午度）  

高校3年（女惟）（∩％／／2（）10年、かつ、前回調査以卜／  
平成20年三度）  

】  ヽ′  ▲  ヽ′ l ′  

L正⊥ 一－■一・・L▲一 －  一一、・－一 日  ー■ 一1El ′⊥■■■一⊥⊥ヽ  一■′■■．1人  ′ 一  〈 ＿＿ ∧ノ  ／     犬亡「雲‾ヲぎ〟巴「t7‾lこ1√】■‘∂1日「プ冒■Vプ切r‾‾て7ロ一丁TT‾7‾】∀フTリm’工‾■ローU1′07■＝琶＝  

・分炸を実施し〔いる公扶ノ）場〝）割「†  

都道府県（1（）0－舛，／／2010勺り  

政令市等（100－％、／2010勺ミ）  
巾町村 （100％／2（）lり隼）  
保健所 （1り0－〆，／2010q－＝▲）  

・分煙を実施している職場の割合（100％／2010年）  

′一 ＿＿一、■ヽ′ ノーーー＿＿＿ 〈－＿ヽ ‾，■て■‾⊥‾1ブ■⊂l‾‾707’■F’tプ‾■1∵1J一十‾ナ‾，  

・飲酒している人〝）割合  

中学3隼（馴勺三）（ー）％／ノノ2010年ニ、‖．中．「）、窮遡粥杏以卜／  

Ⅵ蝮呈旦年壁）  

高校3年（男．惟）（0％／2り10牢、かつ、前回調合以卜／  
鼎立20年度）  

中学3年（女牲）（0％／／2り t O勺二・▲、か／）、前回調虻以卜／／  

旦蝮阜q年度）  

高校：1年（女性）川％－／′′′′201（川二ゝか．2、．】，」軋姐御在英卜／  
平成20年度）  

個別目標4 健康づくり対策（糖尿病、循環器病）を推進するこ  【主な事務事業】  



基本目標Ⅰ   

・健康的な生晴習慣づく且塵丘   

化事業（メタポリックシンド   

ローム予防戦略事業L  

・生活習慣痛予防対策推進更上塵  
・；い、いユーーーりト㌫：」l1－．・再岬［†l：小   

墓畳L  
・脳卒中等対策推進費  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

定期健康診断等糖尿病に関する健康診断受診者（6，860万  
人以上／2010年）  
糖尿病検診における兵常所見者の事後指導受診率（男性）（1  
00％／2010年）  
糖尿病検診における異常所見者の事後指導受診率（女性）（1  
00％／2010年）  

個別目標5 がん医療を中心としつつ、がん対策を総合的かつ計  
画的に推進すること  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  
2次医療圏ごとのがん診療連携拠点病院の整備率（100％／  
平成21年度、かつ、100％／平成20年度）  
2次医療圏ごとの相談支援センターの整備率（100％／平成  
21年度、棚盛旦旦生壁）  
放射線療法の実施体制を整備しているがん診療連携拠点病院の  

割合（100％／平成23年度、かつ、前年度以上／平成20  
年度・21年度）  

外来化学療法の実施体制を整備しているがん診療連携拠点病院  
の割合（100％／平成23年度工止2」並生産易土∠里盈旦  
旦生産 ＿＿ 

評価予定表  
19   20   21   22   2 3   

実練  モニ  実練  モニ  実績   
【重】  【垂】   ※  

総合  

備考  
・平成21年度重点評価課眉唾   

健康長寿   

・個別目標1～4についての総合評価は、平成22年度から   
実施予定の「健康日本21」の最終評価を踏まえ実施する   
ものとする。ただし、総合評価の実施時期は、「健康日本   
21」の最終評価の進捗状況、検討状況等を踏まえ、必要  

に応じて見直しを行うこととする。  
・上記総合評価結果の政策への反映状況を、併せて作成予定。  

11－3 安全・安心な職場づくりを推進すること（基本目標Ⅲ施策目標2を参照）  

11－4 母子保健衛生対策の充実を図ること（基本目標Ⅵ施策目標5を参照）  

11－5 高齢者の介護予防・健康づくりを推進するとともに、生きがいづくり及び社会参加を推進すること（基  
本目標Ⅸ施策目標3－1を参照）   



基本目標Ⅰ  

基本目標Ⅰ安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること  

評価予定表   

22   2 3   

19  20l21 t      実凍  モニlモニ薬療1モニ  実績  



基本目標Ⅱ  

基本目標Ⅱ 安心・快適な生活環境づくりを衛生的観点から推進すること  

施策目標1食品等の安全性を確保すること  

1－1 食品等の飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止すること  

【施策目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

1大規模食中毒の発生件数（過去5年の発生件数の平均と同水準以下／毎年度）  
2許可を要する食品関係営業施設の禁停l卜命令を受けた施設割合（前年度以下／毎年度）  

旦章モニタリング検査達成率（100％／毎年度）  
4輸入金品の違反件数（前年度以卜／毎年度）  

見参ポジティプリスト制度（農薬等が一定の量を超えて残留する食品等の販売等を原則禁止する制度）の導入に伴   

い新たに残留基準を設定したよ薬等のうち、基準の見正しを行った農薬専の軟（ポジティプリニ㌣荒ま〇喜入に   
ナー1て前年度以上／一生生度）  

旦ヰ健康食品等に関する健康被害報告数（過去5年の報告数の平均と同水準以下／毎年度）  
諾い京たに芸三三≡吉芸＝した三雲等〇   

春ヱ食品の安全性に関する基礎的な知識を持っている国民の割合（60％以上／平成22年度）  

【主な事務事業】  
総合衛生管理製造過程の普及  
による高度衛生管理の推進  
食中毒危機管理対策の推進  
BSE検査及びピッシング中  
止の推進等によるB SE対策  

の実施  
輸入食品監視指導計画の策定  
及び実施を通じた輸入食品等  
の監視指導  

個別目標1 食品衛生管理の高度化等、BSE対策、輸入食品等  
の監視指導により、食品等の安全性を確保すること  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  
施策目標1－1に係る指標1、2、3及び旦書と同じ  
ピッシング（と畜の際、失神させた牛の頭部からワイヤ状の器  
具を挿入してせき髄神経組織を破壊する作業）中止率（100  
％／平成20年）  

個別目標2 食品等に関する規格基準の設定を推進すること  【主な事務事業】  
ポジティプリスト制度の導入  
に伴い残留基準を設定した農  
薬等の残留基準の見直し及び  
新たな残留基準の設定  
食品添加物の指定  
遺伝子組換え食品の国際規格  
の策定  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

施策目標1－1に係る指標旦舎と同じ  
国際汎用添加物の指定品目数（国際的に安全性が確落され、か  
つ汎用されている食品添加物46品目のうち安全性が確認され  
たものについての指定iこ二⊇上＼1垂年度以上／岩垂生壁）  

【主な事務事業】  
・健康食品の虚偽誇大広告等に   
関する監視指導  

個別目標3 虚偽誇大広告等不適正表示の防止等により、健康食  
品の安全対策を推進すること  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

施策目標1－1に係る指標旦ヰと同じ  

【主な事務事業】  
・リスクコミュニケーション事  

業運営計画の策定及び実施  

個別目標4 リスクコミュニケーション事業運営計画の策定及び  
実施を通じて、食品安全に関する施策の情報を提供  
するとともに国民からの意見を聴取すること  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

施策目標1rlに係る指標専ヱと同じ  

食嵐担塞全長周寸二互墓塾生換＿会二二里象址煮闘す各Zとケ∵ト  
調査において、「内容について理解ができた者」の割合（50  

％以上／毎年度）  

備考 ・平成旦⊥割年度重点評価課題幸令旦  

健全な心身を培い、豊かな人間性を育むための「食育」   の推進 ・平成22年度に実施する総合評価「食育推進基本計画」（仮   



基本目標Ⅱ  

L‥＿＿＿」．＿＿＿＿  称）の評価結果の政策への反映状況を  併せて作成予定。   



基本日棲Ⅱ  

基本目標Ⅱ 安心・快適な生活環境づくりを衛生的観点から推進すること  

施策目標2 安全で質が高く災害に強い水道を確保すること  

施策目標1安全で質が高く災害に強い水道を確保すること  

【施策目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

1地域水道ビジョン策定状況（前年度以上／毎年度）  

2新広域化率（前年度以上／毎年度）  

3水道普及率（前年度以上／毎年度）  

4水質基準適合率（100％／毎年度）  
5直結給水実施総戸数（前年度以上／毎年度）  

6基幹施設・基幹管路の耐震化率（100％／平成25年度）  
7渇水による水道の断減水影響人口（前年度以下／毎年度）  

個別目標1 水道の運営基盤を強化すること  【主な事務事業】  
水道広域化施設整備事業  
簡易水道再編推進事業  
生活基盤近代化事業  
最適広域化計画策定等推進事  
業  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  
・施策目標2－1に係る指標1及び2と同じ  

個別目標2 安心・快適な給水を確保すること  【主な事務事業】  
水道未普及地域解消事業  
高度浄水施設等整備事業  
水道水質管理対策事業  
直結給水推進事業  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  
・施策目標2－1に係る指棲3、4及び5と同じ  

個別目標3 安定給水対策・災害対策等の充実を図ること  【主な事務事業】  
水道水源開発施設整備事業  
ライフライン機能強化等事業  【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

・施策目標2－1に係る指標6及び7と同じ  

↓‘I   



基本目標Ⅱ  

基本目標Ⅱ 安心・快適な生活環境づくりを衛生的観点から推進すること  

施策目標3 麻薬・覚せい剤等の乱用を防止すること  

3－1 規制されている乱用薬物について、不正流通の遮断及び乱用防止を推進すること  

【施策目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

1薬物事犯の検挙人数（－）  

2主な薬物の押収土（－）  

3小学生の保護者への普及啓発（全小学6年生の保護者iキ薬物乱用防止啓発読本配布／毎年度）  
4中学生への普及啓発（全中学1年生にMDMA、大麻、違法ドラッグ乱用防IL啓発読本配布／毎年度）  

個別目標1 麻薬・覚せい剤等の不正流通の遮断を推進するとと  
もに、医療用麻薬の適正な流通を確保すること  

【主な事務事業】  
麻薬取締事業  
麻薬・覚せい剤原料不正流通  

防止対策事業  
あへん供給確保事業  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

・麻薬業務所等への立入検査件数（▲一）  

個別目棲2 麻薬・覚せい剤等の乱用防止を推進すること  【主な事務事業】  
広報啓発事業  
再乱用対策事業  【個別目棲に係る指標（達成水準／達成時期）】  

・麟引馴票3及び4と屋上  
・未成年者の主な薬物事犯検挙人数（－）  

一芸芸芋記〇書芸言芸 く）  

個別目標3 違法ドラッグ（いわゆる脱法ドラック）の取締りを  
推進すること  

【主な事務事業】  
・違法ドラッグ対策事業   

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

措定薬物又はその疑いがある物品を発見した場合において、こ  
れらの物を製造・輸入・販売等した者に対する立入検査件数  

（－）  

違法ドラッグ成分が確認されてから指定麻薬として指定するま  

19  20、l 21122  23   
モニ  実績l実績キ芸lモ三実検  実績  



基本目棟Ⅱ  

基本目標Ⅱ 安心・快適な生活環境づくりを衛生的観点から推進すること  

施策日榛4 国民生活を取り巻く化学物質による人の健康被害を防止すること  

施策目標1 化学物質の適正な評価・管理を推進し、安全性を確保すること  

【施策目・標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

1毒物及び劇物取締法違反麟年度以上／前年度）  

書旦高生産既存化学物質国際安全性点検基盤室件数（化学物質（96物質）の安全性点検の実施：＝〕0％／20  
1・0年）  

3家庭用晶試買等試験検査における違反率（1．0％以下／毎年度）  

個別目標1 毒物・劇物の適正な管理を推進すること  【主な事務事業】  
毒物劇物指定調査  
毒物劇物流通・保管・管理対  
策推進事業  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

・施策目標4－1に係る指標1と同じ  

個別目標2 化学物質の毒性について評価し、適正な管理を推進  
すること  

【主な事務事業】  
・難分解性一言芸詰物質に関す   

るスクリーニ㌢グ毒性等の調  査  

謹点諒言二芸芸≡芸 ・化学物質情報基盤システムの   
管理  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

・施策目標4－1に係る指標2と同じ  

個別目標3 家庭用品等身の回りの化学物質の安全性を確保する  
こと  

【主な事務事業】  
家庭用晶規制基準の設定  
家庭用晶情報収集調査  
家庭用品健康損害防止対策事  
業  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

・施策目標4－1に係る指標3と同じ  

評価予定表  19  20 1 21l 22    2 3  モニ  実練  モニ  実績 総合  美顔  

備考  
・平成22年度に実施する総合評価「高生産土既存化学物質   

の安全性点検事業」（仮称）の評価結果の政策への反映状   

況を、併せて作成予定。  

㌻て   



基本目標Ⅱ  

評価予定表   
19  20 1211 22  2 3   
モニ  実績】モニl実績  実績  



基本目標Ⅲ  

基本目標Ⅲ 労働者が安心して快適に働くことができる環境を整備すること  

施策目標1 労働条件の確保・改善を図ること  

1－1 労働条件の確保・改善を図ること  

【施策目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

1定期監督等の実施件数（－）  

ニ苦言是芸芹芸－く－〉  

幸2市町村広報誌への最低賃金制度の掲載割合（80％以上／毎年）  

春3中小企業労働契約支援事業を活用した利用者三業芸数（幸春9，400人三三3昔以上／平成寺⇒＝20年度）   
こ中′ト企業労働契約改善事業を活用した利用者数（9，400人以上／平成21年度）  

個別目標1 労働条件の確保・改善を図ること  【主な事務事業】  
法定労働基準の確保を図るた  
めの監督指導  
重大悪質な労働基準関係法令  
違反に対する司法処分  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

」辿姐辻件釆Il  
賃金不払し、残業で指導を行い、是正され支払われた金額（肌）  

個別目標2 最低賃金制度の適正な運営を図ること  【主な事務事業】  
・最低賃金制度推進事業  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  
・施策目標1－1に係る指標2ヰと同じ  

個別目標3 労働契約に係るルールの明確化を図ること  【主な事務事業】  
・中′j、企業労働契約奏接改善事   

業  【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

・施策目標1－1に係る指標3呑と同じ  

評価予定表  19  20  21  2 2  2 3  実績・ 総合FU 【重】  モニ  実績  ヰニ  実績  

28  

J書   



基本目標Ⅲ  

基本目標Ⅲ 労働者が安心して快適に働くことができる環境を整備すること  

施策目標2 安全・安心な職場づくりを推進すること  

2－1労働者の安全と健康が確保され、労働者が安心して働くことができる職場づくりを推進すること  

【施策目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  
1労●災害に皐る死亡者赦（平成t9年と比して20％以上減少させること諾才芸宗こ≡琵÷とも・に、羊芯ユ，「吉 

こここ／平成24年※）  

2休業4日以上の死傷者数（平成19年と比Lて15％以上減少させること芸芹芸吉＝〇与・こ㌫上芸÷ご宝ここと／   

〇〇人吉人きく下＝三ここ吉＝荒し、芸工芸子吉芸  

平成24年※）  

3定期健康診断における有所見率（増加傾向に歯什めをかけ、減少に転じさせること／平成24年）  

※1、3ニご＝ニ芸孟話芸は、第11睾♯次労働災害防止計画の目標輝稗（平成20手車－一旦土手♯年度）  
≡＝芸芸書芸〇芸完了÷芸 〈－）  

個別目♯1 安全岩芸〇諾芸土篤な労♯災害を防lヒするための対  
策の充実を図ること  

【主な事務事業】   

芸完二万三叉吉宗こ三言芸〇荒  
巻建設業における総合的労働  

災害防I卜村策推進事業  

労働者の健康の保持増進対策  

事業  
安全衛生基準の確保を図るた  

めの監督指導及び個別指導  

過重労働による健康障害防IL  

げ）ための自÷的改善事首対策  
働き方改革トータルプロシ工  

クトの推進事業  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  
・機械設備による労働災害件数（平成l！）年と比して減少させる  

こと／／平成24年）  
・墜落・転落に上る死亡者数（平成Ⅰ9年と比して減少させるこ  

と／平成24年）  

・化学物質に係る業務上疾病音数（平成t 9年と比して減少させ  
ること／／平成24年）  

・メンタ′レ←ルスケアに取り組んでいる事業所割合  

（50％／平成21年）  

▼ヰL．±UT．」〟▲Ll1  L、LL・ナ Jl瓜 ノヽ ⊥▲．．1ゝ⊥組 ′′′ ′・■■－▲．＿．1 」＿l■■ト⊥上Lヽ▲▲＿・▲・．．1l．k＿ ＿「．1r・11．1l、、【 ▲．▲．．  

個別目標2 労働衛生対策の推進を図ること  【主な事務事業】  
過重労働・メンタルへ  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  策の推進  

職業性疾病の予防対  施策目標2－1に係る指標1～3及び2と  
メンタルヘルス指針の普及状況（支  場における専門家に  化学物質等によ  

よる取組指導回数）（－）  

・THPの普及状況（－）  りの推進  
①THPの取組に関す  の実施事業場数（－）  

②THPの取組に  る指導の実施対象者数（－）  

石綿の健康管  交    付枚数  帳  

支援事業の利用状況（新規登録団体数）  化学物質  

づくり推進の状況（快適職場認定件数）（－）  

個別目標2寺労働災害令体を減少させるためのリスク低減対策  【主な事務事業】  
・中小規模事業場を対象とした   
危険性又は有害性等の調査普   
及促進等事業  

普及荘這   

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  
・危険性又は有害性等の調査の実施率（平成20年と比して増加  
させること／平成24年）  
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基本目標Ⅲ  

評価予定表   
19   20   21   2 2   2 3   

実績  
総合  

（総合FU  

を含む）  

【重】   

30  
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基本目標Ⅲ  

基本目標Ⅲ 労働者が安心して快適に働くことができる環境を整備すること  

施策目標3 労働災害に被災した労働者等の公正な保護を行うとともに、その社会復帰の促進等を図ること  

、迅速かつ適正な労災保険給付を行い、被災労■者等  
3－1 芳災毘芸〇芸這岩ここノ芸正こ芸言吉子了；ことによ； の保護を図ること  

個別目標1 医学的に判断が難しい等により労災保険給付の決定       に長期間を要している事案の解消を図ること芳芙諜  

【主な事務事業】  

・労災保険給付  
ニインニンフ  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

・医学的に判断が難しい等により労災保険給付の決定に長期間を  
要している事案敬（前年摩以F／／′毎年度）  

個別目標2 労災保険給付の適正な給付を図るこ  【主な事務事業】  
療養（補償）給  

【個別目標に係る指標  ／達成時期）】  遺族（補  金給付の事業  
る指標5と同じ   償）年金給付の事業  

3－2 被災労働者等の社会復帰促進・援護等を図ること  

個別目療1 被災労働者等の社会復帰促進・援護等を図ること  【主な事務事業】   

・義肢等補装具支給の事業  
・アフターケア実施の事業  

・未払貸金の立替払事業  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

施策目標3－2に係る指標1及び2と同じ  

個別目標2 被災労働者等の援護等を図ること  【主な事務事業】  
労災就学等援護  

【個別目標に係る指標（達  成時期）】  未払賃金の  
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基本目標Ⅲ  
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基本目標Ⅲ  

基本目標Ⅲ 労働者が安心して快適に働くことができる環境を整備すること  

施策目標4 勤労者生活の充実を図ること  

4－1労働時間等の設定改善の促進等を通じた仕事と生活の調和対策を推進すること  

【施策目標に係る指標（達成水準／達成時期】  
1労働時間等の課題について労使が話し合いの機会を設けている割合（前年以上／／毎年）  

口 l／1～⊥ り ＼▲ 】．】′U′ 」れ． ▲ P・一＜ンへ．．．」－′ワ、＿′ ′ ■ ′tへ．‘」▲ － んJLノ  即l  

牢以下／毎年）  

3年次有給休暇取得率（前年以上／毎年）  

個別目標1 労働時間等の設定改善に向けた取組を推進すること     【主な事務事業】  

・労働時間等設定改善援助事業  
【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  ・労働時間等設定改善推進助成  
・施策目標4－1に係る指標1二旦と同じ  金  
・30歳代男性の適者働時間60時間以上の就業者の割合（前年  

以下／／毎年）  Yノー■rフr∈＿」l、－′ヽJ7■ノト」＿」■■■l・■lノヽnl▲  

特徴奨  
・職場意識改善助成金  

個別目標2 仕事と生活の調和に係る社会的気運を醸成すること    【主な事務事業】  
・仕事と生活の調和推進プロジ  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  ェクト  

■施策目標4－1に係る指標1二旦と同じ  ・仕事と生活の調和推進会議の  
開催  

」・■■⊥－1トl 

≠帝推進  

個別目標3 多様な働き方に対応した労働衆境等を整備すること  【主な事務事業】  
・特別な休暇制度普及促進事業  

【個別目標に係る指痩（達成水準／達成時期）】  ・テレワークわ普及促進等対策  

・特別な休暇制棲普及率（前年以上／／／毎年）  

・テレ「7－Mカー比率（20％／／平成22年）  

評価予定表   備考  
9  20  21  2 2  2 3   ・平成21年度重点評価課題10  

実績  モニ  実績  モニ  実績  少子化社会対策に関連する仕事と生活の調和の実現に向  
、重】   総合  【重】  けた取組  

【重】  ・施策目標ヰlに係るf旨樟は、i仕事と生活の調和推進の  
ための行動指針（平成19年12月、ワーク・ライフ・バラ  

ンス官民トップ会議決定）」に掲げられたものを踏襲、．なお、  

同指針においては、指標1、3に／）いて、それぞれ以Fのよ  
うに中長期的な数値目標（各主体の取組が進んだ場合の社会  

令体の目標値）が掲げられている（いずれも、現状・す5年  
後ナ10年後）  

1：4仁 5％・｝60（‰，全て♂）企業で実施、  

2：10．8％，2割減－・半減  
3：46．6％），60（※）・完令取得  

l／1ノヽJ▲J ヽ′ l Lぺ．lヽ－ノへ／Jlウ 7 b．′Jドp LJ Plll▲リ  ■ ＿′ J lしJl⊥フi ′11ノ′Iヽlヽ・一・lフq▲コ＝              7 ）l⊥・・r 」 ⊥1∪－一H〃リ′lト・〉／プ【iニ′ul・一l－一り ′」一レヽ∩江L」 〉／pl川叫り川口ノT、yフ‾              ■：ンヽ／1ヽ    ‾・′ リ、つ′ヽ’レヽ1ノl■ ⊂－ ヽ  l′l 」－  、 Il／1′｝ J ′■＿C  
4－2 豊かで安定した勤労者生活の実現を図ること  

【施策目標に係る指標（達成水準／達成時期）】   
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基本目標Ⅲ  

基本目標Ⅲ 労働者が安心して快適に働くことができる環境を整備すること  

施策目標6 安定した労使関係等の形成を促進すること  

6－1労使関係が将来にわたり安定的に推移するよう集団的労使関係のルールの確立及び普及等を図るとともに  
集団的労使紛争の迅速かつ適切な解決を図ること  

【施策目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

1労使関係が「安定的に維持されている」及び「概ね安定的に維持されている」と認識している皇室畳券巌綴喜の  

割合（豊艶担金型50％以上／平成20年度）（要塞塵些50％以上／平成21年度）  

個別目標1 集団的労使関係法制の普及啓発を図ること  【主な事務事業】  
・国際労働関係事業  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

・施策目標6－1に係る指標1と同じ  

個別目標2 不当労働行為事件を迅速かつ的確に解決・処理する        こと  

【主な事務事業】  
・不当労働行為事件の審査  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

・新規申立事件の終結までの平均処舛日数」製－＿（1年6か月以   

内／芸室生）  

・申立てから1年6か月以上係属している事件数」遜⊥（平鹿寺＝   

≡手荒（＝〇＝芹）′ンセ半芸且性／平成韓旦ヱ＿年末）  
漁労働組介法第27粂の1gに基づく「審査の期間のR標」として、   

①新規申立事件については1年6か月以内ので．きる限り短期間   
に終結させるとともに、②長期滞留事件（平成lり年末において  

1年6か月以上係鵜Lている事件）については、平成22年未圭   

でに当事者の理解と協力の卜にできる限り解消を図ることとしノ   
ており、上二記指標はこれに幕づくR標である。  

個別目標3 労使紛争を早期かつ適切に解決すること  【主な事務事業】  
・労働争議のあっせん、調停及   
び仲裁   【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

調整事件の終結までの日数（取下げ事件等を除く）≠蚕2か月  
以内（自主交渉による中断がある事件は3か月以内）で車重製合  
上．ユ．q．q撃と／吾垂生壁）  

評価予定表   

19  20 1 21l 22  2 3   
モニ  実績lモニl実練  実凍  



基本目標Ⅲ  

基本目標Ⅲ 労働者が安心して快適に働くことができる環境を整備すること  

36   



基本目標Ⅲ  

基本目標Ⅲ 労働者が安心して快適に働くことができる衆境を整備すること  
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基本目標Ⅳ 経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場にお  

いて労働者の職業の．安定を図ること  

■   



と同じ   



評価予定琴   

19   20   21   22   23   

実績  実績  実績  実績  実績   

総合FU  

【重】   

40   



個別目標1創業・新分野進出等における雇用創出に係る支援を       図ること  

【主な事務事業】  

・受給資格者創業支援助成金  

・中小企業基盤人材確保助成金  

・地域雇用開発助成金（地域再  【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

・施策目標2－1に係る指標1と同じ  生中小企業創業助成金）  

／ 、クリヽ ヽ 、′ ／ Wヽ十  ヽ「′一l／1／Vl・l′ヽ t＿－ ‘′l、 、－ ヽ－′  、 －    ） l■’■Jt：■ヽ′■⊂Vl■l′〉六J■」・■ヽ一口／ W■タV  

・中小企業基盤人材確保助成金の支給終㈱  

人数の平均（3人以上（助成金を上乗せしている雇用失業情勢  の改卿成20・2 
度）害意ノ、芸モ＝，55〇ノ〉・／平岩1〇丁度ト  

【主な事務事業】  

・中小企業人材確保推進事業助   

成金  

・中小企業雇用創出等能力開発   

助成金  

・中小企業人材能力発揮奨励金  

個別目標2中小企業等の雇用管理の改善に係る支援を図ること  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

・施策目標2－1に係る指標2と同じ  

平岩1〇午ま）  

・中小企業雇用創出等能力開発助成金の対象となった従業員が受   

けた職業能力開発検定等（訓練に密接に関連するものに限る。）   

の合格率（50％以上／馳⊥年度）  

一千．」t企業粗菓和放委託助成金支給後〇認諾芋 

成1針屯斐）  

÷豊  

・中小企業雇用安定化奨励金  

【主な事務事業】  

・雇用調整助成金」壁用調整助  

成金・Lい小企業緊急雇用安定  

個別目標3 事業活動の縮」、筆を余儀なくされた事業所の失業者  

の発生を予防すること  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  助成金）   



・施策目標2－1に係る指標3と同じ   ・（財）産業雇用安定センターに  

・（財）産業雇用安定センターにおける出向・移籍の成立率（43   おける出向・移籍支援事業  

％以上／平成20年度）  

＼  ′  ヽ  
′  ＼  ′  

個別目標4 離職を余儀なくされる者に対する再就職を援助・促  【主な事務事業】  

進すること  ・再就職援助計画作成・指導事  

業  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  ・労働移動支援助成金（求職活  

・施策目標2－1に係る指標4と同じ  動等支援給付金）  

・労働移動支援助成金（再就職  

支援給付金）  

・緊急雇用創出事業  

ノ＼   ′ 一．＿ 〈 ′ヽノ ■ヽ■一・・・■・・一  ノTlrご＿」ゝ ＿  一・、 －「′▼一ヽ   し」  ＼■J ヽノ ′Uてノrヽl／  I／・■′UJL L′ 11＿も′  

・再就職支援給付金の支給を受けた事業所が、再就職支援を委託  

した人数のうち、早期再就職が実現した人数の割合（20％以  

上／平成書⇒＝20・2′1年度）   ユゝ上島已lイムー山」」一」dnl・－⊥ゝ人一－、一■－ム人⊥l一色L L濾鈷＿ム＿」＿＿＿   ／Jl覇r177ラ’■＿へJ∠ぺ■つ7J／‘1′〉」．止■▼一’ノ′ヽJl■H′、Jきつ、／ 、クlへ  ヽ   ノ  
個別目標5 出向 移籍実援事業睦ま呑円絹な労陶移動義経進≠  【主な事務事業】  

善幸妻雇用失業情勢の厳しい地域や農林業等の分野  ′臼」Lヽ 一■－．11【▲．■芦≡＝弓■l■1「▲▲・h′．▲＿■ヽ＿、．1－I．．＿ ＞TJ′／：エフTも′Pニ′lJ．芦F刈＝1さマ／I－  

における雇用改善・促進等及び介護の分野における  L、ll1－′llT⊥・′■●ノ■ヽ－＿・・トー⊥ゎー＝－j⊥LL 叫ヽノlノ■qノト⊥Jl「1J′1アイ、lヨノ′－・－⊥βく一■寸‾：7rヽ；  

雇用管理の改善等を図ること  ・ふるさと雇用再生特別交付金  

・地域雇用創造推進事業  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  ・地域雇用創造実現事業  

・地域雇用創造推進事業の利用求職者等の就職件数（地域雇用創  ・雇用創造先導的創業等奨励金  

造推進事業を実施した地域の実績が、各協議会において年度ごと  ・通年雇用奨励金  

に設定した目標数を上回る／平成20・21年度）  ・建設雇用改善助成金事業  

・ワンストップサービスにおいて能力開発や従業員の雇用等につ  ・建設労働者雇用安定支援事業  

いて相談等を行った建設事業主等のうち、当該相談等を受けて教  ・港湾労働者派遣事業  

育訓練及び労働移動、人材確保対策の推進等の相談に対する具体  ー林業雇用改善推進事業  

的な措置（教育訓練の受講促進、雇用管理改善措置の実施、事業  ・林業就業支援事業  

主都合角宰雇の防止等）を1年以内に講じた事業主等の割合（80  ・農林業等就職促進支援事業  

％以上／平成20・21年度）  ・介護基盤人材確保助成金事業  

・建設教育訓練助成金の助成対象となった技能実習を行った者の  ・介護雇用管理助成金事業  

うち、訓練後、技能検定を受検した者の合格率（80％以上／平  ・雇用管理改善等援助事業  

成20・21年度）  

・港湾労働者派遣事業において、派遣可能労働者の派遣のあっせ   

T
一
℡
 
 
 





‾‾‾丁‾、1lし   



－8－  
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卜斗l 
施策目標3 労働者等の静性に応じた雇用の安定・促進を図ること  

3－1高齢者・障害者・若年者等の雇用の安定・促進を図ること  

【施策目標に係る指標（達成水準／適脚寺期）】  

165歳以上定年企業等禁1）の害恰  障害46％以上＿遥と⊇⊥／／平成20年度）  （48％以上／平成21年度）  

2公共職業安定所における嘩uノ平成20年度）（前年度以上／平成21年度）  

3フリーター数（ピ「冬担（平成15（2003）T）の8割に減少 170万 平成22（2010）年）  

草生特定求職者雇用開発助成金支給対象者の事業主都合離職割合（当該助成金支給後の事業主都合離職割合が対象   

ではない者の事業主都合離職割合以下／平成幸舎20・21年度）  

細字度）  
＿l L－′  †  r11仙⊥【一丁】」＿h  

蛤＝（舎  

個別目標1定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢  

者の安定した雇用の確保を淀遭幸吉図ること  

【主な事務事業】  

・高年齢者雇用確保措置の導入  

促進に係る指導－－そ公共職業安   

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

・施策目標3－1に係る指標1と同じ  

・中高年齢者トライアル雇用事業の常用雇用移行率（75％以上  ／畔  
・シルバ世事業における就業率（80％以上／平成  

20年度）  

華＿＿＿．  

・定年引上げ等奨励金  

・「70歳まで働ける企業」推進   

プロジェクト  

・高年齢者雇用基盤整備事業  

・求職舌動支援書制度  

・中高年齢者トライアル雇用事   

ー9－  
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年度≠＝  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

【主な事務事業】 －‡・1＝ン∴！一人討ヒンタ十 

個別目標年2 障害者に対するきめ細かな相談、職業紹介等を実  

施することを通じて岸棚頻用の安定及び  

促進を図ること  

【主な事務事業】  

・障害者に対するきめ細かな職  

業相談・職業紹介  

・障害者試行雇用事業（トライ  

アル雇用事業）  

・職場適応援助者（ジョブコー  

チ）支援事業  

・民間企業に対する障害者雇用  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

・施策目標3－1に係る指標2と同じ  

・障害者法定雇用率達成企業割合（前年庫以上／平成2旦生壁）値  

年度以上／平成2⊥生壁）  
′ヽ 1l▲仙●．．」．＿■丁ごT一．．．L ヽ＝弓r ヽ小」L ⊥h鵬l、′山L」山J㌧  ′」＿l、′■′▼・－rl▲■丁「、   l■ ′、 ′、 ′．l＿暮▲．▲  ／  

率達成指導  

陣害者就業・生活支援センタ  

J→ノW  
軍岩1〇午ま）  

・障害者トライアル雇用事業わ常用雇用移行率（80％以上／平  

成車掌20・21年度）   

二重墓  

・精神障害者の特性に応じた支  

援策の充実・強化   







・日系人就職促進ナビゲーター  

による日系人求職者の安定し  

た就労の支援  

・外国人雇用サービスセンター  

を中核とした留学生を始めと  

する専門的・技術的分野の外  

国人の就職支援  

評価予定表   

19   20   21   22   23   

実績  モニ   実績  モニ   実績   

【重】   総合  

【重】   

備考  

・平成舎♯21年度重点評価課題毒毒＝10  

少子化社会対策に関連する仕事と生活の調和の実現に向  

けた取組  

※ 本施策目標に関連する施策阜；ワし▲てはのうち、重点  

評価課題寺＝ヰ13「若年者雇用対策」－として評価を行  

う。  

・平成書毛＝21年度重点評価課題幸ヰ13   

若年者雇用対策   

年長プリ∵タ一対策、内定取消  

・平成19年度に実施した総合評価「障害者雇用促進法に基  

づく障害者雇用対策の見直し」の評価結果の政策への反映  

状況を、併せて作成予定。  

・平成20年度に実施車香した総合評価「若年者雇用対策」  

の評価結果の政策への反映状況を、併せて作成予定，  

－13＿  
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評価予定表   

19   20  21   22   23   

モニ   実績  実績  実績   実績   

墓垂！  

備考  

二平成21牢厚重点評価凱   

雇用保険の適用範囲の拡大   

雇用保険料率の引きFげ   



基本目標Ⅴ 労働者の職業能力の開発及び向上を図るとともに、その能力を  

十分に発揮できるような環境整備をすること  

施策目標1労相インフフを充実するこ上「 多様な職業能力開発の機会を確保すること  

【施策目標に係る指標磯城水準／達成時賦】  

1公卿樹l陳傭職静陳・委託訓練）の修丁者における就職率（65％以上／／平成1920、21年廊  

2公糊樹l陳（晰l陳・施設内訓練）の修了者における就職率（80％以上／平成1920、21年度）  

【個別目標に係る指標（達成水準／薗痴確聞】  

・委託訓練活用型デュア／レシステムの修r者における就職率（7  

0％臥し／平成20年度、70％以」／平戎21槻  

伺綽目標舎棚モと  

個別目標2 事業▲・モミ等が実施する職業能力開発施策に対して支援  

を行うこと  

・キャリア形成促進助成金事業  

【個別目標に係る指標（達成水準／増減晴耕】  

・キャリア形成促進助成金事業において、助成措置の対象となっ   

た従業員が受けた職業能力検定等（訓練に酪除こ関連するものに   

限る。）の合格率（50％臥し／平成20、21槻  

・職業能力評価基準の活用によって企業内の人事評価制度や研修   

体系、従業員の募集採用活動が改善された（改善される見込み）   

という企業等♂濱恰（80％以J／平成20、21槻  

年薦巨   

競成金書芸  

・幅広い職種を対象とした職務  

分析に基づいた包括的な職業能  

力評価制頗等の整備  

・職業能力習得支援制度推進事  

業   

l  



個別目標3 公対草餅萱能力開発を充実すること  【主な事務専業】  

・㈲l陳の実施  

・学鞠t陳の実施  

・在職者訓練の実施   

【個別目標に係る指標（達成水猟パ亀却寺期）】  

・施策目標1－1に係る指標1及び2と同じ  

・公対戦業訓練（離職者訓練）の受講者数  

⊥／′平成19欄（150，000人以上／／乎戒20槻（1  

90，000人以し／平成21年度）  

・公共職業訃陳（学卒者訓練）の修了割こおける就職率（95％以  

上／／平成手書20、21年虔）  

・公共稲葉訓練㈱l陳）の修了者における満足度（80％  

以上／平蜘20、21年度）  

個別目標呑4 キャリア・コンサルティン爛を整除すること  

【個別目標に係る指標（達成水準／／1歯却寺期）】  

・就職又は転職を希望する者のうち、キャリア・コンサルティン  

グ実施から3か月経過した時点で、就職した又は転略した者並  

－2一  
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評街予定表   

19   20   21   22   23   

モニ  実績  

【重】   【重】   

l・．i▼磁   



ま1〇午£   

地域若者サポートステーーションの利用開始から6か月後の時  

点で、  

ぐ‡蹴職した、求職析動を開始した等、より就職こ結びつく方向  

に変化した者♂嗜恰  

②踊碑i合  
（①60％以上二②30％以し／平成20，21年度）  

竜＝＝  

評価予定表   

19   20   21   22   23   

実績  モニ  実績  モニ  実績   

【重】  総合  

【重】   

備考  

†苧戎宣告21等量孟宗許に蒜蒜11 10   

′相ヒ社会対策に関連する仕事と生活の調和の実現に向  

けた取組   

※ 本施策目標に関連する施策のうちに／几、ては、重点  

評価課題13＝肖＝「若年者雇用対策」として評価を行  

う。  

・斗柳生上年度亀窟礪根幹＝筆⊥旦   

若年者雇用対策  

・平成20年度に実施し昭平価「若牢者雇用対策」の評  

価結鄭）政策〈の反映楷兄を、併せて俄予定，  

・イ断り目標1の「実践型人材養成システム」は、平成21年  

－4－  
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度までの3年間でモデル専業の成果を参考に全国へ普及さ  

せることとし¶、ることから、平成22年度から評価を行  

う。  

2－2 福祉から自立へ向けた職業キャリア形成の支援等をすること  

【施策目標に係る指標6垂成水準／達成時期）】  

1障寿都職業能力開発校の修了者における就職率（60％以上／平館車台＝20、21年度）  

個別目標1障轟計＼の支援を図ること  【主な事務事業】  

・障害者の態様に応じた多様な  

委託訓練の実施  

・障奏者職業能力開発校の運営   

【個別目標に係る指標鮒垂却寺期】  

・施策目標2－2に係る指標1と同じ  

，  

帯  

個別目標2 母御支援を図ること  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成弼期】  

・母子家庭の母等の職業的自立促進事業による訂篤郎声チ  

耕こおける就職率齢70％以上／平成20年度）、（73  

％臥し／平成21寺専年度）  

－ニ莞〇吉等〇荒業荒≡士淀ニ ーーーーづ00人払し／平成19年鹿）  

▲ 〔、  



評価予定表   

19   20   21   22   23   

実績  

【重】 

施策目標3 「現場カ」嘩酎ヒと技能の継承・振興を推進すること  

【施策目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

13級技能検定㌍受検者数（前年度実績（159，606人）以上／平成20、21年度）  

個別目標1技能継承・振興のための施策を推進すること  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

・施策目標3－1に係る指標1と同じ  

・第45回技能丘輪全国大会の来場者のうち、若年者層において  

将来のキャリア形成に向けた職業能力の習得や技能検定の受検  

等を予定する割合（80％以上／平成20、21年廟  

‥ 技胎継承等支援センター利用後に、企業内における技能継承  

計画の策定や技能継承のためのOJTの開始等、技能継承に関  

する取組みを始めた企業の割合（80％以上／平成20、21年  

度）  

－6－  
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基本目標Ⅵ   

基本目標Ⅵ 男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てることなどを可能にする社会づくりを  

推進すること  

施策目標1男女労働者が多様な個性や能力を発揮でき、かつ仕事と家庭の両立ができる雇用環境及び多様な就業ニーズ  
に対応した就業環境を整備すること  

1－1男女労働者が多様な個性や能力を発挿でき、かつ仕事と家庭の両立ができる雇用環境及び多様な就業ニー  
ズに対応した就業環境を整備すること  

【施策目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

1役職者に占める女性の割合（前年以上／毎年）   

2育児休業取得率（男性：5％以上／平成24年10％／平成29年かつ前年以上／毎年、女性：80％以上／   

平成24年、80％以上／平成29年託午㌫上′・′ニ午）   

3第1丁一川産前按の女性の継続就業中（45％以上／平成24年、55％以上／平成29年）小芋技農学〇始荒ま   

4票急サボ・トネノトフ・ク手業〇手業利用者の諸宗農芸辛（9〇つ乞以上／／平成13年ま）  
5再就職希望者安塚事業の登録後十年㈱な求職浄動を始める大の割合1了醐哺ト  

▼′′l「Pl剛Tl－■■‾ ‘′ ▼   ヽ－ ヽ  －『■／ ヽl、－ ⊂l、 ／ －ナ＜・Fコ ヽ・－ ¶l■′Jl－ 1r フKJノl‾′ P■Jト」  ヽ ヽ・ノ ヽノ ′ヽノく・′ヽ一」－′  l′1′∨・▲ 〉 lん■～′  

8再就職セミ車－－を受諾七走者のうちi蔵職j昏動一を開・始セーた者の割合1骨せ％づ沃土／▲平成」上月年度うー  

【主な事務事業】  
・制度是正指導強化事業  
・紛争解決穏助事業  
・ポジティプ・アクション普及   

啓発事業  
・セクシュアルハラスメント対   

策普及啓発事業  
・女性と仕事総合支援事業  
・メンター紹介サービス事業  
・女性の起業家育成支援専用車   
車幸手業  

個別目標1 男女雇用機会均等の確保に係る法令の履行を確保幸  
吉モーとし、男女が能力を発揮するための就業環境を  
紫偏すること  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  
・施策目標1－1に係る指標1と同じ  

・機会均等推進責作者を選什している事業所のうらポジティプア  
クションに牧り組む事業所の割合（85％以ヒ／毎年度）  
・労働局雇用均等塞が実施した男女嘘用機会均等法に基づく指導  
の是正割合（80％以l二／毎年度）  

事務事業】  に男女均等な職場頚境を整備すること  
プ・アクション普及  

【個別目標に係る指標  スメント対  （達成水準  セクシュア  

策普及啓発事業   施策目標1－1に係る指標1と同じ  
労働局雇用均等室における女性等からの相談件数  

な事務事業】  標3 女性の能力発挿を支援すること  
と仕事総合支援事業  
ー紹介サービス事業  

業支援専用サイト事  【個別目標に係る  （達成水準／達成時期）】  

施策目標1－1に係   1と同じ  

業支援助成金   子育て女性起業支援助成  給を受けた事業主が、法人等を  子育て女性  
設立し雇用保険適用事業所と   日から1年経過後に雇用し  
ている労働者数及び事業継続割合  
／平成19年度）  

2人以上、90％以上  

女性と仕事総合支援事業費来館者数（－）   

女性と仕事総合支援事業費ホームページアクセス数  

女性と仕事総合支援事業費総合相散件数（－）  

個別目標42 育児・介護休業制度を定着きせるモとを行う労働  
者が仕事と家庭を両、‘「しやすい雇用環境を紫備すること   

「 寸  



基本目標Ⅵ  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

・施策目標1－1に係る指標2及び3－と同じ  
・・一育児休業制度・等ヰ亡関する一相教件数－（▲－【うー  

・育児休業を就業規則に規定している企業の割合（100％／平  
成21年度）  
・▲般事業主行動計画を策定し 

、次世代育成支援に取り組む企業  
の割合（人企業：100％．／／平成21年度、中′ト企業：25％以  
上／平成21年度）  

・6歳未満のアどもをもつ卦性の育児・家事関連時間（l時間45  
分以上／平成24年、2時間30分以上／平成29年）  
・再就職希望者支援事業の登録後1年以内に具体的な求職活動を  

始める人の割合（70％以L／平成20年度、平成21年度）  

・育児・介護休業法対策推進費  

・安心して働き続けられる職場   
環境整備推進事業  

・一般事業主行動計画策定・実   
施促進事業  

一昔児一介芸雇黒安定等誘惑金  

・中′ト企業子育て支援助成金  
・両）一√支援レベ′レアソプ助成金  

・育児休業取得促進等助成金  

・働き続けやすい企業普及事業  
・緊急サポートネットワーク事   

業  
・再就職希望者支援事業  

両立支援に取り組む事業主を支援すること  

計画策定・実  
【個別目標に係る指標（達成  成時期）】  施促進事業  
施策目標1－1に係る指標2及び3   育児・介護雇用  等助成金  
一般事業主行動計画策定届届出件数（－）  

育児・介護雇用安定等助成金支給金額（－）  

ファミリー・フ   

業普及・定着促進事業  

育児・介護を行う労働者を支援すること  事務事業】  
ートネットワーク事  

【個別目標に係る指  水準／達成時期）】  

施施策目標1－1に係る指  
緊急サポートネットワーク   

5と同じ  

事業実施  

再就職希望者支援事業における再就職準備  
（－）  

の参加者数  

個別目標73 パートタイム労働者と正社員との均衡待遇を確保  
寸る等多様な就業ニ ・ズに対応した就業環境を整備  

すること  

【主な事務事業】  
短時間労働首均衡待遇座発事  
菓  

短時間労働者均衡待遇推進等  
助成金  
短時間正社員制度導入推進事  
業  
在宅就業者支援事業  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  
ト施策目操ト1に係る指・標6と同じ  
・短時間雇用管理者の選任数（前年度以上／平成19年度うー  
・労働局雇用均等塞が実施t＿た′、トタイム労働法に基づく助言  

・指導に上る是正率（H O％以上／毎年度）  

・短時間勤務を選択できる事業所び）割合（10％以上／／平成24  
〈ト）  

正社員制度の導入を促進すること  集】  
貞制度導入推進事  

【個別目標に係る指標（達  

施策目標1－1に係る指標7と同じ  
委託事業実施団体数（－）  

宅就業者の就業環境を整備すること  務事業】  
支援事業  

【個別目標に係る指標（達  成時期）  

施策目標1－1に係る指標8と同じ   
ウェブサイトへのアクセス件数（前年度以上／  

備考  
・平成新星j一年度重点評価課題幸手L旦  

少子化社会対策に関連する仕事と生活の調和の実現に向  
けた取組  

・平成20年度に実施＝≠香した総合評価「少子化社会対策に   

関連する仕事と生活の調和の実現に向けた取組」の評価結   



基本目棟Ⅵ  

果の政策への反映状況を、併せて作成予定。  
総合評価は、「子ども・‘子育て応援プラン」における「今  
後5年間の目標」の実練を測定しうる平成22年度におい  
て実施するものとする。ただし、当該実施時期は、その後  
の少子化対策に関する進捗状況、検討状況等を踏まえ、必  
要に応じて見直しを行うものとする。  

‾㌃一iJ   



基本目標Ⅵ   

基本目標Ⅵ 男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てることなどを可能にする社会づくりを  
推進すること  

施策目標2 利用者のニーズに対応した多様な保育サービスなどの子育て支援事業を提供し、子どものが健全に育成きホ   
な育ちを支援する社会を実現すること  

2－1・地域における子育て支援等施策の推進を図ること  

【施策目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

1地域における子育て支援の拠点整備か所数（全国の中学校lズ数の6割（6，000か所）以上／平成21年度）  
2彗酷ヰ無明＝ま雫幹子L児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）の実施市町村数割合（金串呼陣100％／  
平成21年度）  

3。舞葉桜家庭腐育支援訪問事業の実施市町村数剋企（金串呼梓ラノ平成害毒年度）（前年度以上／毎年度）  

4ファミリー・サポート・センターの設置箇所数（710か所以上／平成21年度）  
5ショートステイ事業実施施設か所数（870か所以上／平成21年度）  
6トワイライトステイ事業実施施設か所数（560か所以上／平成21年度）  

■       ＝ ■ ニ＝    ■ ＝＝：－    ■   ■ ● ■▲ － ¶       ▼     U′rコ1クくノL一レ1ヽ日ヽ R′ノlトリこ＝巳  M、JMヽ日＞ノフて〟l凸′Jノノlヲ騨．＼⊥ 〉  U ヽノ U ′ノ1ノlろ′、⊥／ 丁／・〃uく■ ⊥ TCモ．ノ     7要保護児童対策地域協議会（虐待防止ネットワーク）の設置市町村割介（100％／平成21年度）  

個別目標1 地域における丁・育て支援等施策の推進を凶ること          【主な事務事業】  

・地域子育て支援拠点事業  
・生後4か月までの全戸訪問事  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  業（こんにちは赤ちゃん事業）  
・施策ト1標2－1に係る指標．と同じ  ・育児支援家庭訪問事業  

・ファミリー■サポート・セン  

タ一事業  
・ショートステイ事業  
・トワイライトステイ事業  
・要保護児童対策地域協議会（虐  

待防止ネットワーク）の設置  

促進  

村行動計画に定められている地域の特性や創意工夫  

・乳幼児支援一時預か 

評価予定表  備考  
19  20   21   22   2 3  ・平成20旦⊥年度重点評価課題16  
実練     モニ   実績  総合  実績  少子化社会対策に関連する子育て支援サービス  
【重】     総合  ※  ・平成20年度に実施≠香した総合評価「少子化社会対策に  

【重】  モニ  関連する子育て支援サービス」の評価結果の政策への反映  
状況を、併せて作成予定。  



基本目標Ⅵ  

総合評価は、「子ども・子育て応援プラン」における「今  
後5年間の目標」の実績を測定しうる平成22年度におい  
て実施するものとする。ただし、当該実施時期は、その後  
の少子化対策に関する進捗状況、検討状況等を踏まえ、必  
要に応じて見直しを行うものとする。  

2－2 児童の健全な育成及び資質の向上に必要なサービスを提供すること  

【施策目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

1放課後児童クラブの実施小学校一区敏捷供割合1灘佗一①㌻一0冊所プ十（対象児童の32％に提供／平成22  
年摩）かっ前年以上←20，21年分  

度）子言て言てに昔定浩志イメジ吉諾う  

個別目標1放課後児童クラブの堂摩児童数を庭土主星主上設置 ′さ士誘芸書芸人ナこここ  【主な事務事業】  
・放課後児童健全育成事業  
・児童厚生施設等整備  
・放課後子ども衆境整備等事業  

言業  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  
・施策目標2－2に係る指標1と同じ  

等の子どもの遊び場を確保すること  

【個別目標に係る指標（達成水準  民間児童厚生  
事業  施策自標2－2に係る指標2と同じ  

個別目標含2中・高校生等と乳幼児のふれあう機会を確保するこ と  
【主な事務事業】  
・児童ふれあい交流促進事業  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  
・施策目標2－2に係る指標含2と同じ  

＝児童ふれあい支荒在遣手業実話か弄数（前年  

評価予定表   

19   20   2■1   22   2 3   

実請  モニ  実練  総合  実練   
【重】  総合  ※  

【重】  モニ  

備考  
・平成朝呈【豊年度重点評価課題16  

少子化社会対策に関連する子育て支援サービス  
・平成20年度に実施車暮した総合評価「少子化社会対策に   
関連する子育て支援サービス」の評価結果の政策への反映   
状況を、併せて作成予定。  

・総合評価は、「子ども・子育て応援プラン」における「今   
後5年間の目標」の実練を測定しうる平成22年度におい   
て実施するものとする。ただし、当該実施時期は、その後   
の少子化対策に関する進捗状況、検討状況等を踏まえ、必   
要に応じて見直しを行うものとする。  

2－3 保育所の受入児童数を拡大するとともに、多様なニーズに対応できる保育サービスを確保すること  

【施策目標に係る指標（達成水準／達成時期】  
1：i歳未満児への保育サー【ビス提供割介（26％／平成22年度）  

個別目標1 保育所等の受入児童数を拡大すること  【主な事務事業】  
貴冊保育所等緊急整備費事業  
（安心こども基金）  

民冊保育所運営費  
（や簡数値／参考統計）  

【個別目・棲に係る指標（達成水準／達成時期）】  

施策目標2－－3に係る指標lとl司じ  

保育所受入児童数（215万人以上／平成21年度）  
－35t  

62  

◆‾－‾‾了■▼‾■■■■▼  

:, c 



基本目模Ⅵ  

・家庭的保育事業（保育ママ）利用児童数（前年以上／毎年）  待機児童数  

個別目標2 必要なときに利用できる多様な保育サービスを充実  
させること  

【主な事務事業】  
延長保育促進事業  
一時煩かり事業・特定保育事  

業  【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

・延長保育の実施か所数（16，200か所以上／平成21年度）  
・一時頂かり事業・特定保育事業実施か所数（9，500か所以   
上／平成21年度）  

・病児病後児保育事業の実施か所数（1，500か所以上／平成  
21年度）  

個別目標3 認定こども凶の哲及促進を凶ること  
・施策口授2－3に係る指標1と同じ  
・認定こどむ鳳認定施設数（2，000か所／／平成23年度）  

評価予定表   
19   2 0 ■  21   22   23   

実績  モニ  実績  総合  実績   
【重】  総合  【重】   ※  

【重】  モニ  

備考  
・平成暮春旦⊥年度重点評価課題16  

少子化社会対策に関連する子育て支援サービス   

・平成20年度に実施≠香した総合評価「少子化社会対策に   
関連する子育て支援サービス」の評価結果の政策への反映   
状況を、併せて作成予定。  

・総合評価は、「子ども・子育て応援プラン」における「今   
後5年間の目標」の実績を測定しうる平成22年度におい   
て実施するものとする。ただし、当該実施時期は、その後   
の少子化対策に関する進捗状況、検討状況等を踏まえ、必   
要に応じて見直しを行うものとする。   



基本目楳Ⅵ   

基本目標Ⅵ 男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てることなどを可能にする社会づくりを  
推進すること  

備考  
・総合評価は、「子ども・子育て応援プラン」における「今   
後5年間の目標」の実凍を測定しうる平成22年度におい   
て実施するものとする。ただし、当該実施時期は、その後   
の少子化対策に関する進捗状況、検討状況等を踏まえ、必   
要に応じて見直しを行うものとする。  

施策目標4児童虐待や配偶者による暴力等の発生予防から保護・自立支援までの切れ目のない支援体制を整備すること  

4－1児童虐待や配偶者による暴力等への支援体制の充実を図ること  

【施策目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  
124時間365日体制が確保されている児童相談所を設置している都道府県・市割合（10（）％／平成21年度）  
2′ト規模グ／レープケアや地域′ト規模児童養護施設の設置数（845か所／平成21年度）  

：i配偶者からの暴力被害者からの来所相談件数（前年度以上ノ毎年度）  

個別目標1児童虐待の発生予防から早期発見・早期対応の体制  
を充実すること  

【主な事務事業】  
・生まミニこ月まで〇乳児家庭全   

戸訪問事業（こんにちは赤ち   

やん事業）  

・音ユ三三芸宗芸養育支撰肪間■   
業   

・要保護児童対策地域協議会＝‡虐  

子‡芸⊥÷ン・㌣プーチ〉 の股t  

促進   

・相談援助体制の強化  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時知）】  

・施策目標4－1に係る指標1鮮碧に同じ  
二．要睡蓮児星型㈱旦昼壬†こ重畳眞㌘虞磨動じ旦ヱト旦二ニ  
クを設置している市町村割介（100％／／平ノ友21年度ト   

・三笠三．：一月まてこ乳児家庭全戸訪問暮業（こんにちは赤ちやん  
事業）の実施市町村数剋企（仝声帯宥100％／平成21年度）   

・育児真澄豪庭養育支援訪問事業の実施市町村数剖企（全市雫智  
（前年度以上／毎年度）  

個別目標2 虐待を受けた子どもの保護・支援●のための体制を整       備すること  

【主な事務事業】  
施設の小規模化の推進  
心理療法担当職貞の配置  
児童家庭支援センター運営事   



基本目標Ⅵ  

・施策目標4－1に係る指標2と同じ  
・児童家庭支援センターの設置数（100か所以上／平成21年  

度）  

個別目標3 配偶者による暴力被害者等の相談、保護及び支援の  
ための体制を整備すること  

【主な事務事業】  
婦人相談員の設置  
婦人相談所一時保護所におけ  
る同伴乳蓑児児童の対応等を  
行う指導員の配置  
婦人保護施設における夜間警  
備体制の強化  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

施策目標4－1に係る指標筆旦と同じ  
婦人相談所一時保護綿  
貫み罷置臭塑星置遡（前年度以上／毎年度）  

評価予定表  
1919 20   21   22   23   

実練  実績  実練  総合  実績   
【重】  【重】   【距】  ※  

モニ  

備考  
・平成書柱旦⊥年度重点評価課題17  

要保護児童対策の推進  

・総合評価は、「子ども・子育て応援プラン」における「今   
後5年間の目標」の実績を測定しうる平成22年度におい   
て実施するものとする。ただし、当該実施時期は、その後   
の少子化対策に関する進捗状況、検討状況等を踏まえ、必   
要に応じて見直しを行うものとする。   



基本目標Ⅵ   

基本目標Ⅵ 男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てることなどを可能にする社会づくりを  
推進すること  

施策目標5 母子保健衛生対策の充実を図ること  

5－1 母子保健衛生対策の充実を図ること  

【施策目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

1妊産婦死亡率の減少（前年度以卜／毎年度）  

個別目標1女性及び児童への医療・健康に係る対策を充実するこ  

と  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

施策目礪5－1に係る指標1ト＝又ご3と同じ  
不妊専門相談センターを設置している都道府県・市（指定都市、  

中核市）割合（100％／平成21年摩）  
特定不妊治療費助成事業を実施している都道府県・市（指定都  

市、中核市）割合（100％／平成21年度）  
妊婦健診の公費負押を必要な回数（14回程度）実施している  
市町村の割合（100％／毎年度）  

壬； P   平価予定表   

19   2 0   21   22   23   

実練  モニ   実凍  
【董】   

モニ   

備考  
・総合評価は、「子ども・子育て応援プラン」における「今   
後5年間の目標」の実績を測定しうる平成22年度におい   
て実施するものとする。ただし、当該実施時期は、その後   
の少子化対策に関する進捗状況、検討状況等を踏まえ、必   
要に応じて見直しを行うものとする。  

・平成21年度重点評価周眉IB   
妊婦健診の公費負捏の拡充  

■ 1し   



基本目標Ⅵ   

基本目標Ⅵ 男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てることなどを可能にする社会づくりを  
推進すること  

施策目標6 総合的な母子家庭等の自立を図ること  

6－1 母子家庭の母等の自立のための総合的な支援を図ること  

1各就業支援による就業実績（前年度以上／／毎年度）   
a冊子家庭等就業・自、‘／、支援センター事業   

b 僅アー自、●／支援プログラム策定事業   

c 高等技能訓練促進費事業  

2高等ほ能訓練促進費事業による資格取得者敬（資格取得者総数1，30q人以上／平成21年度）  

個別目標1 母子家庭の母等の就業等の支援を図ること  【主な事務事業】  
・母子家庭等就業・自立支援セ   
ンター事業  

・けr白、■／支援プログラム策定 

等事業  

・高等技能訓練促進費等事業  
・児童扶養手当制度増営  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  
・施策目標6－1に係る指標1及び2、ニ又ご3と同じ  

家庭等の経済的な安定を図るための制度の適正  務事業】  
当制度の運営  

【個別目標に係る指標（達成水準／達  

・児童扶養手当受給者数（－）  

評価予定表  19  20  21  22  2 3  実績 【重】  モニ  実線モ三  総合 ※ モニ  実練  

備考  
・総合評価は、「子ども・子育て応援プラン」における「今   
後5年間の目標」の実妹を測定しうる平成22年度におい   
て実施するものとする。ただし、当該実施時期は、その後   
の少子化対策に関する進捗状況、検討状況等を踏まえ、必   
要に応じて見直しを行うものとする。   



基本目標Ⅶ  

基本目標Ⅶ 利用者の視点に立った質の高い福祉サービスの提供等を図ること  

評価予定表   
19  20 1 211 22  23   
モニ  実妹l海実緒l実練  実練   

施策目標2 地域社会のセーフティネット機能を強化し、地域の要援護者の福祉の向上を図ること  

・2－1 地域社会のセーフティネット機能を強化し、地域の要援護者の福祉の向上を図ること  

【施策目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  
1全国のホームレスの数（前年度以卜／毎年度）  

幸旦ホームレス自立支援センター退所者のうち、就労及び福祉等の措置により退所した者の数乱立（i60％以上  

／毎年度）  
‾ 

3福祉サービスに関する苦情受付件数に占める解決件数の割合（95％以上／毎年度）  

【主な事務事業】  
・ホームレス自立支援事業  

・ホームレス総合相談推進事業  

個別目標1 ホームレスの自立を促進すること  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期け  

・施策目標2－1に係る指標1盈壁旦と同じ  
ー 

芸：ト」  
●  

個別目標2 地域福祉を推進することにより、地域の要援護者に  
対する支援を促進すること  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

施策目標2－1に係る指標舎旦と同じ  
地域福祉計画の策定率（前年度以上／毎年度）  

務事業】  ビスに関する苦情解決により、福祉サービ  
委員会の設置、運   護を図ること →個別3へ統合  

【個別目標に係る指標（達成水準／達  

・施策目標2－1に係る指標3と同じ  

菅、  



基本目標Ⅶ  

19  20 I 211 22  2 3   
モニ  実績lモニl実練  実練   

施策目標4 福祉サービスを支える人材養成、利用者保護等の基盤整備を図ること  

4－1社会福祉に関する事業に従事する人材の養成確保を推進すること等により、より質の高い福祉サービスを  
提供すること  

【施策目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

1壬⊥工芸誌芸芸等て井貫芸芸に冨言ナ・≡言〇う  

2三L・エ芸竜三話芸等て吉芸芸芸に三言すこ言〇ニ  

3荒三言許諾実害汁記譜㌍空㍑上／－ノニ午ま）  

〒介護福祉士脊梁措塵選者割合墾（前年度以上／毎年度）  

〒社会福祉士存資格笹屋者割合蓼（前年度以上／毎年度）  

個別目標1 質の高い福祉サービスを提供する為の基盤を整備す         ること  

【主な事務事菓】  
・介護福祉⊥等修学資金貸付事   
業  

養成一蒜遷都道府県福祉人材セ   

とノタニ塵眉鼻糞  

業  
・福祉サrビスの苅∴者評価事  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  
施策目標4－1に係る指標1及び2と同じ  

ビスの第三者評価を普及すること  
→個別1へ統合  

福祉サービ  の向上の為   
【個別目標に係る指標（達成水準／達  

施策目標4－1に係る指標3と同じ  
の措置の援助  



基本目標Ⅶ  

基本目標Ⅶ 利用者の視点に立った質の高い福祉サービスの提供等を図ること  

施策目標5 戦傷病者、戦没者遺族、中国残留邦人等を援護するとともに、旧陸海軍の残務を整理すること  

5－1戦傷病者、戦没者連族等に対して、援護年金の支給、療養の給付等の援護を行うこと  

【施策目標に係る指標（達成水準／達成時期）1  

1芝苦午孟夏芸者芸〈－〉 各稗特別給付金及び特写！埋暫全拉墜旦旦哩狸間艶壬む過日に鱒稗し仁剋盆「⊥u   
O％／毎年度）  

個別目標1 戦傷病者戦没者遺族等援護法等に基づく援護を迅速  
かつ適切に行うこと  

【主な事務事業】  
戦傷病者戦没者遺族等援護法  
に基づく遺族等年金の支給  
各種特別給付金及び特別弔慰  
金の支給  
戦傷病者特別援護法に基づく  
戦傷病者に対する療養の給付  
等の援護  

【個別目棲に係る指標（達成水準／達成時期）】  

・施策目標5－1に係る指標1及ごこと同じ  

個別目標2 戦傷病者、戦没者辻族等の経験した戦中・戦後の国  
民生活上の労苦を後世代に伝えること  

【主な事務事業】  
昭和館の運営  
しょうけい館の運営  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

昭和館の年間入場者数（前年度以上／毎年度）  

しょうけい館の年間入場者数（前年度以上／毎年度）  

評価予定表      19  2 0  21  22  2 3  実練  モニ  実練 三三  モニ  実練  

5－2 戦没者の遺骨の収集等を行うことにより、戦没者遺族を慰指すること  

【施策目標に係る指標（達成水準／達成時期）】 1違脊振鼻音書芸〇芙芸者ト）＝担サ．堪鬼狙し坦阜旦到現生里塾吐粗壁以土／▲鼻聖塵） ・＝忘≡芸芹二芙完芸・∈－）  

個別目標1 戦没者の遺骨の収集及びDNA鑑定による身元確認  
を迅速かつ適切に行うこと  

【主な事務事栗】  
辻骨収集関連事業  
戦没者連骨に係るDNA鑑定  
事業  【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

施策目標5－2に係る指標1と同じ  
DNA鑑定の実施（判明、否定）数（前年度と同程度錬士／毎  

年度】－）  

個別目標2 旧主要戦域等において、慰霊巡拝、慰霊碑の維持管  
理等を適切に行うこと  

【主な事務事業】  
慰霊巡拝等の事業  
慰霊碑の維持管理等   

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  
－－一 モ 完票≡漂5三に語三芳漂写と骨慰並巡拝の実施数・（前年度  

と同程度／糾度L  

慰棄友好親善事業の実施数（前年度と同程度挟圭／毎年度ぷiiこ肯）  

慰霊碑の維持管理等実施数（前年度と雌度錬士／毎年度蒜）  

評価予定表  
19  20 t 21  22  23   
モニ  実練l実績転l  実練  実凍  



基本目標Ⅶ  

5－3 中国残留邦人等の円滑な帰国を促進するとともに、永住帰国者の自立を支援すること  

【施策目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  
1干害莞雷光人等〇浩害者芸（－〉・過域生活一束康幸業唾治体の実施率（寒姫戸遭些数／ヌ嘩締付を受けてい互空屈   

残岬塵⊥  
・：・＝－た＝‥・揮二道■小一ど一、・トニーーござ」－ト●‥ テざ∴、巨  

個別目標1 中国残留邦人等の円滑な帰国星び自＃を支援するこ と  
【主な事務事業】  

・帰国旅費の支給等の受入援護  事業  
∴ 

における研修  

一自立指導員等の派遣事業  
二空旦」壷屋畳姐「変通き∠j   

ニ拉蚕j上皇真塵  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

・施策目標5－3に係る指標1と同じ  

評価予定表   

19  20  21l 22．  23   
実績  モニl実績モニlモニ  実演  

5－4 旧陸海軍に関する人事資料を適切に整備保管すること及び旧陸海軍に関する恩給請求書を適切に進達する  

こと  

【施策目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  
1旧陸海軍に関する人事関係資料のうちデータベース化したものの割合（100％／平成23年度）  
2恩給請求書を1．5ケ月以内に総務省に進達した割合（100％／毎年度）  

【主な事務事業】  
人事関係資料整備事業  
ソ連抑留関係者資料整備事業  

個別目標1 旧陸海軍に関する人事資料の内容を充実させ、適切  
に保管すること  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  
・施策目標5－4に係る指標1と同じ  

個別目標2 旧陸海軍に関する恩給請求書の進達を迅速かつ適切        に行うこと  

【主な事務事業l  

・旧軍人遺族等恩給進、達事務事  
業   

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

・施策目標5－4に係る指標2と同じ  



基本目棟Ⅷ   

基本目Ⅷ 障害のある人も障害のない人も地域でともに生活し、活動する社会づくりを推進すること  

施策目標1 必要な保健福祉サービスが的確に提供される体制を整備し、障害者の地域における自立を支援すること  

1－1 障害者の地域における自立を支援するため、障害者の生活の場、働く場や地域における支援体制を整備す     ること  
【施策目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

1福祉施設入所者の地域生活への移行者数（平成17年度入所者数約14万人のうち1．9万人以上／平成23年度）  
2受け入れ条件が整えば退院可能な精神科病院入院患者の退院者数（平成19年度入院患者数約4．9万人のうち  
3．7万人以上／平成23年度）  

3ヰー般就労への年間移行音数（0．9万人以上／平成23年度）  

【主な事務幸美】  
・グループホーム・ケアホーム   

の充実  
・訪問系サービスの充実  
・日中活動系サービスの充実  

喜三三芸＝＝＝こ三詰  

・相談支援事業  

芸三三芸芸芸芸二三詰 ・精神障害者地域移行支援特別  
対策事業  

個別目標1 障害者の地域での日中活動や生活の場における支援  
を充実すること  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  
・施策目標1－1に係る指標1〒≡書＝及び2舎と同じ  

個別目榛2 障害者の一般就労への移行奏陸や障害者の働く場に       おける工貸水準の引き上げを促進すること  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  
・施策目標1－1に係る指標3ヰと同じ   

・授産施設等の平均工賃月額（平成18年度平均工賃の2倍以上  
／平成23年度）  

【主な事務事業】   
コミュニケーシヨ  

個別目標3 サービスの円滑な利用や社会参加を支  
体制を整備すること  

相談支援事業  
／達成時期）】  【個別目標に係る指標  

支援事業実施市町村数（前年度以上／毎年  コミュニケ  

【主な事務事業】  
精神科救急医秀  

個別目壕4 自立を支援する医療体制を整備する  

成時期）】  【個別目標に係る指標（達  自立支援医  
事業実施都道府県・指定都市数（前年  精神科救急医  

評価予定表  19  20  21  2 2  23  実績  実績  実績  モニ  実績  【重】  総合 【重】    総合  

72  

と音ご，   



基本目標Ⅷ  
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基本目標Ⅸ   

基本目標Ⅸ 高齢者ができる限り自立し、生きがいを持ち、安心して暮らせる社会づくりを推進すること  

施策目標1老後生活の経済的自立の基礎となる所得保障の充実を図ること  

1－1 公的年金制度の持続可能性を確保すること  

【施策目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

1財政帯幹事蝮赴との帝離状況（積立金）（平成審頚宣⊥年財政再詐葬吐血結果の数値以上／平成書毒年産妾雫毎年  
度）  

2マクロ経済スライドによる給付水準調整（累穣スライド調整率）（平成審萄1∴．年財政再計算ケ．紬結果の数値以  
下／平成香寺率痍蓮華毎年度）  

3当局間協蔑新規開始国数（1カ国以上／毎年摩）  

個別目標1 公的年金制度について、給付と負担の均衡を適切に  【主な事務事業】  
保つこと  ・年金財政検証事業  

（保険料収納事務等に関する評価については、中央省庁等改革基  ■公的年金各制度の財政状況の  
本法（平成10年法律第103号）に基づく社会保険庁の実施庁  報告徴取事業  
評価によるものとし、年金林立金の管理及び運用に関する評価に  
ついては、独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）に  
基づく独立行政法人評価委員会が行う業務実績評価によるものと  
する。）  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

・施策目標1－1に係る指標1及び2と同じ  

個別目標2 国際化の進展への対応を図ること  【主な事務事業】  
・年金通算協定事業  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

・施策目標1－1に係る指標3と同じ  

評価予定表   備考  
19  20  21  22  23   報酬昏  

東棟  実績  実凍  モニ  実凍  
重】 【重】  コ稗          篭軒鞠柵＝脚  

評            ゝJ       一  。  
巨吠とI言い笠r．／朝川雄律掌1旨付与∴ 上 ′一  十吊∴∴ト 

lいノ用二こ：†＝和卑・†一L  仁′；lか賎樟∴け二－  

朝巨」砦笥仁一侶 H‘i－i．糾・  」セ′rご乱世  

「敲∴ヱlJL■し－ィノー   雄誹＝∵ニミ茸てげ射しt別    － lノ  

きぃ十も′‘二さノ∴／∫ ＝重いい十ii※畑 圭七改L 嘉 ′，く＝E’ド与すノ  

‡こ1を改てトi王＝∠：律案」ノ呈・京1手lこ抽出い軋よ∴捏＝い一二  

1－2 公的年金制度の上乗せの年金制度（企業年金等）の普及促進を図ること  

【施策目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

1企業年金等の加入者数（1，400万人以上／平成23年度）  

個別目標1企業年金等の普及促進を図ること  【主な事務事業】  
・企業年金等普及促進事業  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

・施策目標1－2に係る指標1と同じ   

評価予定表   
19   20   21   2 2   2 3   

モニ   実績  モニ  実績  実凍   

備考  
」1、某■㌍両州ト1▼世1」ユで1わこ て」，－J▲ ′ ′・ノ」」′l三1リ㌧■i－を詑∫ゾー′  

一へ1ネi卜」rr二†プノ，ト是L∴行中十キ十濃紺．tlぎノ三，′ノ・j  

†l√い」阻止川∴由仁隼√ ，｝し．、！（メ甘上・   †丁】‡  

†しり．＝㌣よ∴尻  

I、、   



基本目標Ⅸ   

基本目標Ⅸ 高齢者ができる限り自立し、生きがいを持ち、安心して暮らせる社会づくりを推進すること  

施策目標3 高齢者の健康づくり・生きがいづくりを推進するとともに、介護保険制度の適切な運営等を通じて、介護を  
必要とする高齢者への支援を図ること  

3－1高齢者の介護予防・健康づくりを推進するとともに、生きがいづくり及び社会参加を推進すること  

【施策目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

1改善した予防給付受給者及び特定高齢者の割合（前年度以上／毎年度）  

2コミュニティ・ワーク・コーディネ・一夕ー・（高齢者地域活動推進者）（仮称）数（300人以上／毎年度）  

個別目標1 効果的な介護予防・健康づくりを推進すること  【主な事務事業】  
・継続的評価分析等事業  
・地域支援事業（介護予防特定高   

齢者施策）  

・介護予防市町村支援事業  
三ノ、エ芸言葉  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

施策目標3－1に係る指標⊥と同じ  

個別目標2 介護予防に関する普及・啓発や自主的な地域活動の  
育成・支援を実施すること  

【主な事務事業】  
・地域支援事業（介護予防一般高   

齢者施策）  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

・介護予防に関する請演会、相談会等への参加者数（前年度以上  

／毎年度）  

個別目標3 高齢者の社会参加・生きがいづくりのための活動を  
支援すること  

【主な事務事業】  
高齢者の社会参加・生きがい  
づくりの活動支援  
地域支援事業（任意事業）  【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  ・卿2と同上  

・老人クラブ加入者数（前年度以上／毎年度）  

評価予定表   
19   20   21   2 2   2 3   

実績  実績   モニ   実績  
【重】   

3－2 介護保険制度の適切な運営を図るとともに、質・土両面にわたり介護サービス基盤の整備を図ること  

【施策目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

1各種給付適正化事業を実施する保険者の割合（前年度以上／毎年度）  

2要介護認定に係る一次判定から二次判定における軽重度変更率（前年度に比べ、地域格差を縮小／毎年度）  

3介護サービス利用者数に対する地域密着型サー【ビス利用者数の割合（前年度以1二／毎年度）  
4介護サーービス情報の公表事業所敬（前年度以上／毎年穫）  

個別目標1 介護保険制度捨轄の適切な運営這五誌を図ること  【主な事務事業】  
介護給付等費用適正化事業  
費介護認定適正化事業   【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

・施策目標3－2に係る指標1及び2と同じ  
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基本目標Ⅸ  

個別目標旦寺 必要な介護サービス量及び質を確保すること  【主な事務事業】  
地域介護・福祉空間整備等施  
設整備交付金  
地域介護・福祉空間整備推進  
交付金  
介護サービス適正実施指導事  
業  
介護支援専門員等に対する研  
修事業  
介護サービス情報の公表制度  
支援事業  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  
施策目標3－2に係る指標3及び4と同じ  
各種研修の各年度の修了者数（前年度以上／毎年度）  

芸芸烹三岩完二岩完芸（） 崇丁憲二三キー三刀・ニ≡に芸⊥  

個別目標4 介護サービスの質を確保すること  
【主な事務事業】  
介護サービス適  【個別目標に係る指標（達成水準／達成  

施策目標3－2に係る指標4と  
介護サービス情報の公  数（前年度以上／毎年度）  具等に対する研  

ービス情報の公表制度  

個別目梼3呑認知症高齢者支援対策を推進すること  【主な事務事業】  
・罷知症対策等総合支援事業  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）l  

・路知症サボ岬クー数（前年度以上／平成20年摩、1n O万人  
／平成21年摩）  

評価予定表  19  2、0  21  2 2  2 3  モニ  実績  実績 【重】  実績  実績   
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基本目標Ⅹ  

基本目標Ⅹ 国際化時代にふさわしい厚生労働行政を推進すること  

施策目標1 国際社会への参画・貢献を行うこと  

1－1 国際機関の活動への参画・協力を推進すること  

【施策目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  
1プロジェクト毎に設定されている計画目標（in－n－¢diate 叫¢Ctives）の達成状況（前プロジェクトと同程度／各プロ   

ジェクト終了時）  

2アジア太平洋地域就業能力計画（SKILLS－AP）のセミナp参加者が自分の所属機関等においてセミナー   
の成果を政策や事業等何らかの形で活用した割合（80％／毎年度）  

30ECD事業実施報告における各事業の質に対する各国評価（各国評価平均の最低値が中程度（medium）＝3以   
上／毎年）（2年おきに各年分を評価）  

個別目標1 国際労働機関が行うディーセント・ワーク実現のた  
めの事業等に対して協力すること  

【主な事務事業】  
拠出金事業による技術協力事  
業（世界保健機関との協同事  
業を含む）  

アジア太平洋地域就業能力計  
画（SKIL L S－AP）に  
対する協力  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  
施策目標1檜1に係る指標1及び2と同じ  

個別目標2 世界保健機関等が行う技術協力事業に対して協力す        ること  

【主な事務事業】  
拠出金事業による技術協力事  
業  
開発途上国におけるエイズ対  

策の推進  
【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  
・主な流行性疾患′＼の備えと対応のために、国家準備計画と標準   

的作業手順が設置された国の数（前年以上／毎年度）  

∴平岩若菜 〈「〉  
一芸J宗男完モ・辛（－〉  

－・ま人完亡羊〈－）  

個別目標3 経済開発協力機構が行う研究・分析事業に対して協        力すること  

l主な事務事業】  

・OECD．の雇用労働社会分野の   

研究・分析  
・OECDの医療分野の研究t分  
析   

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  
・施策目標11に係る指標3と同じ  
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基本目標Ⅹ  

1－2 二国間等の国際協力を推進すること  

【施策目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  
lASEAN・日本社会保障ハイレベル会合開催事業参加者／＼のアンケート調査においてl会合が有効だった」と   

する割合（前年と同程度／毎年度）  
2技能実習修了認定を受けた技能実習生の割合（95％以上／毎年）  

個別目糠1 

完＝三三⊥芸誌芳≡に長音こ内発途上国の人材♯成  
事業等に対して協力すること  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

・施策目標1ル2に係る指標1及び2と同じ  

－－－・㌫…・  

個別目標2 労働分野における開発途上国の人材養成事業  【主な事務事業】  
して協力すること  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

アジア開発途上国人事・労務管理者育  における研修終了  
者の論文評価について、全研修生  る合格点到達者の割合  
アジア労使関係セミナー等事  口者へのアンケート調査によ  
る「セミナー等による効  込まれる」とする割合  
人材養成協力事業参力  ミ所属する機関において報告内容が活  
用された割合ア  太平洋地域人材養成協力事業の参加者が事  
業によって  た成果に対する、参加者の所屑機関による評  

修了認定を受けた技能実習生の割合（95％以上／毎   
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基本目標ⅩⅠ  

基本日ⅩⅠ国民生活の向上に関わる科学技術の振興を図ること  

評価予定表   
19  20 1 211 22  2 3   
モニ  実練lモニ t 実凍  実績   

評価予定表  

19   20  21  22   2 3   

実績  実績  基盤車ニ  実績  実績   
【重】   【重】  【重】   

備考  
・平成21年度重点評価課題21  

競争的研究資金の公正・透明で効率的な配分・使用シス  
テムの活用  

施策目標3 厚生労働分野の研究開発を推進すること（※再掲）  

3－1感染症の発生・まん延の防止を図るための研究開発を推進すること（基本目標Ⅰ施策目標5－1を参照）  

3－2 治療方法が確立していない特殊の疾病等の予防・治療等の研究開発を推進すること（基本目標Ⅰ施策目標  
5－2を参照）  

3－3 バイオ技術、ナノ技術等の先端技術を活用し、画期的な医薬品、医療機器等の研究開発を推進すること（基  
本目標Ⅰ施策目標9－1を参照）  



基本目棟ⅩⅠ  

※ 再掲：基本目標ⅩⅠ施策目標3施策目標1～5は、研究開発わうち主なものを列挙したものである。  

、、l   晋  



基本目棲ⅩⅡ  

基本目標ⅩⅡ 国民生活の利便性の向上に関わるIT化を推進すること  

施策目標1 電子政府推進計画を推進すること  

1－1 行政分野へのIT（情報通信技術）の活用とこれに併せた業務や制度の見直しにより、国民の利便性の向  
上と行政運営の簡素化、効率化を図ること  

【施策目標に係る指標（達成水準／達成時期）】 
1草諾一芸出等量尉呈上手練のオンライン利用串」．温L（≡〇㌢乙以⊥′・ノ＝〇エ〇革まヱ旦旦払土∠j旦48里塵」   
かつ、43％以上／2008年度、47％以上／2009年度）  

※す瑚手   
錠邑坐王旦年間の達産旦埋互選産土左も旦  

個別目標1 利用者視点に立ったオンライン利用を促進すること  【主な事務事業】  
・電子政府実現のための基盤整  
備  

個別目標2 全体最適を目指した業務・システム最適化を推進す         ること  

【主な事務事業】  
厚生労働省ネットワーク（共  

通システム）最適化事業  

社会保険業務の業務・システ  
ム最適化事業  
職業安定行政関係業務の業務  
・システム最適化事業  
労災保険給付業務の業務・シ  
ステム最適化事業  
監督・安全衛生等業務の業務  
・システム最適化事業  
労働保険適用徴収業務の業務  
・システム最適化事業  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  
・下記※のとおり  

※個別目標2に係る指標  

個別目標に係る指標   達成水準   達成時期   
1  厚生労働省ネットワーク（共通システム）の最適化効果  削減経費932，500千円以上   2012年度  

指標・サービス指標   削減業務処理時間2，250時間以上   
2  社会保険業務の最適化効果指標・サービス指標（評価に  削減経費30，000，000千円以上  2011年度  

ついては、中央省庁等改革基本法（平成10年法律第1  削減業務処理時間17，888，000時  2012年度  
03号）に基づく社会保険庁の実施庁評価によるものと  
する。）   

3  職業安定行政関係業務の最適化効果指標・サービス指標  削減経費10，196，301千円以上  
削減業務処理時間616，656時間以上   

4  労災保険給付業務の最適化効果指標・サービス指標   削減経費3，666，760千円以上  
削減業務処理時間268，248時間以上   

5  監督・安全衛生等業務の最適化効果指標・サービス指標  削減経費1，941，680千円以上  
削減業務処理時蘭54，032時間以上   

6  労働保険適用徴収業務の最適化効果指標・サービス指標  削減経費1，676，748干円以上  2013年度   
削減業務処理時間137，624時間以上  

評価予定表   
19   2 0   21   22   2 3   

美顔  モニ  実績モニ  モニ  実績   
事業  事業  事要 事業  事業   

備考 ・個別目標2については、成果重視事業として事業評価を実  施する。   



基本目標ⅩⅡ  

評価予定表   
19120 21  22  2 3   

総合FUl －  
－  総合  

b．・ j   



（○－○－○）  

実績評価書（案）  

平成21審年 月   

評価の対象となる施策目標  

1．政策体系上の位置付け等  

作軌管す名主1密事件、出芽夢1⊂古言皮す名よう‘＝するノ  

－1＿   



（○－○－○）  

（1野彦タ‾る古顔事件、出来事に■古言皮す岳よぅノ⊂す∂ノ  

【有効性の観点】   

【効率性の観点】  

【総合的な評価】   

－2 －   



（○－○－○）  

－3 －   



（OrO－○）  

－4 －   



（○－○－○）   

指標2 日標達成率 －％   
指標3 目標達成率 －％  

■－ －－－ －－－一－－－－ －－－－－一一－一一 －－－一一一－一一－－－－－ －－一－■－  

（目標達成率を算定できない場合  
達成水準を設定していない。  

ー
）
 
叩
由
 
 

謹
 
 

の
 
 

そ
 
 

実の政  への反  
施   策目標の終了  廃止を検討（該当  する場合に○）  

ii施策目標を継続  （該当する場合に次のいずれか1つに○）  
（イ）施策全体として予算規模の縮小等の見直しを検討  
（□）見直しを行わず引き続き実施  
（ハ）施策全体として予算の新規要求、拡充要求等の見直しを検討  

塾∵＿興隆∴定貞要求査挨萎む（該当与る場合にa）＿＿‖＿＿ ‾  

（謹由う  

l 指標の変更を検討  
ii達成水準又は達成時期の見直しを検討  

（個別目標に係る指標）  

l指標の変更を検討  
‖鳳…達成蛸又遥遠盛時艶亀見虐＿し査検討   
（理由）  

総理答弁及び  

（1）有・無  
（2）具体的記載  

②骨太の方針・各種計画等政府決定等の該当  

（※安心プラン・新雇用戦略等当省重要政策含む。）   

（1）有・無   

（2）具体的内容  

③審議会の指摘  

ー5 －   



（○－○－○）   

（1）有・無   

（2）具体的内容  

④研究会の有無   

（1）有・無   

（2）研究会において具体的に指摘された主な内容  

⑤総務省による行政評価・監視及び認定関連活動等の該当状う先   
（1）有・無   

（2）具体的状況  

㊨◎会計検査院による指摘   
（1）有・無   

（2）具体的内容  

⑦その他  

／n ヽヽノ ＝J■lノ．tウ」＝ンへ ＿－ 十  ・ ■■■■■■■■■ ＿■■－′ ＿ 」 ＿■  

ー6 －   



別紙2  

選定理由  

①施政方針演説  
重点評価課題名  ②政策群  関連する施策目標  評価方式   備考   

③重要対象分野  
④主要制度改定等  

口  ・救急医療体制の整備   ① ◆   Ⅰ－1－1   実績  

・医師養成数の増員 
①③   Ⅰ－2－1   

2   

総合・実績  

3  ・【Tを活用した医療の利便性向上 ②   Ⅰ－3－1   実績  

4  ・感染症対策の充実・強化   ②   Ⅰ－5－1   実績  

5  ・開発医療機器の審査迅速化   ②   Ⅰ－6－1   実績  

6  ■医療研究の活用   ①   Ⅰ－9－1   実績  

・高齢者医療制度等の見直し  
・レセプトの電算化及びオンライン請求の普及促進  

7    ・出産育児一時金の見直し   
①②④   Ⅰ－10－1   総合・実績  

8  ・健康長寿   ①   Ⅰ－11－2   実績  

9  ・健全な心身を培い、豊かな人間性を育むための「食育」の推進   ②   Ⅱ－1－1   実績  

ⅠⅤ－3－1、Ⅴ－2－1  
Ⅲ－4－1  

Ⅳ－3－1  
に関連する施策につい  

10  ・少子化社会対策に関連する仕事と生活の調和の実現に向けた取組   ②③  
Ⅴ－2－1  

実績  ては、重点評価課題13  

Ⅵ－1－1  
「若年者雇用対策」とし  

て評価を行う。  



皿  ・労働者派遣制度の見直し   ①   Ⅳニー1－1   実績  

・建設業の新分野進出促進支援  
12   ・農林業に関する情報の提供   

①②   Ⅳ－2－1   実績  

13   
・若年者雇用対策   

①（診③   

Ⅳ－3－1   
年長フリーター対策、内定取消  Ⅴ－2－1   

実績  

14  ・雇用保険の適用範囲の拡大  ①   Ⅳ－4－1   実  

・雇用保険料率の引き下げ  

15  ・職業訓練の民間委託   ②   Ⅴ－1－1   実績  

・少子化社会対策に関連する子育て支援サ「ビス   Ⅵ－2－1   

16  ①②③  Ⅵ－2－2  実績  

Ⅵ－2－3   

17  ・要保護児童対策の推進   ②   Ⅵ－4－1   実績  

18  ・妊婦健診の公章負担の拡充   ①   Ⅵ－5－1   実績  

19  ・介護労働者の処遇の改善   ①   
Ⅳ－2－1  

Ⅸ－3－2   
実績  

20  ・競争的研究資金の公正・透明で効率的な配分■使用システムの活用   ②   ⅩⅠ－2－1   実績  

※総合評価に関しては、その他大きな制度改正等がある場合は、随時評価を実施することとする。   



2 実績 評価 よる評 

※重点評価療題を含むものとして実績評価を実施するものについては、「（重点評価課題）」と表記。  

基本目標Ⅰ 安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること   



基本目標Ⅱ 安心・快適な生活環境づくりを衛生的観点から推進すること  

基本目標Ⅲ 労働者が安心して快適に働くことができる環境を整備すること   



基本目標Ⅳ 経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の  
安定を図ること  

基本目標Ⅴ 労働者の職業能力の開発及び向上を図るとともに、その能力を十釧こ発揮できるような  
環境整備をすること   



基本目標Ⅵ 男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てることなどを可能にする社会づくり  
を推進すること  

施策目標2 利用者のニーズに対応した多様な保育サービスなどの子育て支援事業を提供し、子どもが健全に育成される社会を実現すること  

2－1 地域における子育て支捷等施策の推進を図ること（重点評価課題）  

2－2 児童の健全な育成及び黄質の向上に必要なサービスを提供すること（重点評価課題）  

2－3 保育所の受入児童数を拡大するとともに、多様なニーズに対応できる保育サービスを確保すること（重点評価課題）   



基本目標Ⅶ 利用者の視点に立った質の高い福祉サービスの提供等を図ること  

施策目標2 地域社会のセーフティネット機能を強化し、地域の要捷護者の福祉の向上を図ること  

施策目標5 載傷病者、戦没者遺族、中国残留邦人等を援護するとともに、旧陸海軍の残務を整理すること  
り   

＿2瞞の遺骨の収集等を行うことによ。蘭遺族を慰籍すること 



基本目標Ⅷ 障害のある人も障害のない人も地域でともに生活し、活動する社会づくりを推進すること  

基本目標Ⅸ 高齢者ができる限り自立し、生きがいを持ち、安心して暮らせる社会づくりを推進すること  

基本目標ⅩⅠ 国民生活の向上に関わる科学技術の振興を図ること   



や  
評 

（1）事前評価の実施後、一定期間が経過した事業  

事業名   関連する施策目標   当該事業に係る目標   備考   

口  がん医療水準の均てん化促進事業   Ⅰ－11－2   
地域がん診療拠点病院の整備、目標値：370か所  
（平成25年度）  

田  医療施設の耐震化を促進するための補助事業   Ⅰ－1－1   耐震化に係る補助の交付件数  

再就業件数  

田  女性医師バンク   Ⅰ－2－1  女性医師バンク登録者数、目標値：2500人  

再就業支援件数、目標値：200件  

4  産科診療所における助産師確保のためのモデル事業   Ⅰ－2－1   
研修実施都道府県数、目標値：47都道府県で研修  
実施  

5   
看護職員の確保が困難な地域・医療機関の看護職員確保   

Ⅰ－2－1   
研修実施都道府県数、目標値：47都道府県で研修  

のためのモデル事業  実施   

6   
がん医療水準均てん化の推進に向けた看護職員資質向上   

Ⅰ－2－2   
研修実施都道府県数、目標値：47都道府県で研修  

対策  実施   

巴  歯科医師臨床研修費補助事業   Ⅰ－2－2   臨床研修終了者数  



中高年における年齢調整がん死亡率（人口10万対）  
8  がん対策情報センタ「   Ⅰ－4－1  の低減、目標値：平成18年度比で5－10％削減  

Pホームページアクセス件数及び研修受講者数  

9  生活保護受給者等就労支援事業   Ⅳ一3－1   
本事業の終了者に占める就職者の割合  
本事業により支援を受けた者の数  

10  刑務所出所者等就労支援事業   Ⅳ－3－1   
本事業の終了者に占める就職者の割合  
本事業により支援を受けた者の数  

フリーターの常用雇用化数  

セミナー回数  
皿  ジョブカフェ等によるきめ細かな就職支援   Ⅳ－3－1  

職場体験回数  
相談援助件数  

12  若者の就業をめぐる悩みに対する専門的相談体制の整備   Ⅳ－3－1   相談件数  

13  ホームレス就業支援事業   Ⅳ－3－1   就業率、目標数：30％  

就労等への自立意識変化の割合  

14  地域における若者自立支援ネットワーク整備モデル事業   Ⅴ－2－1  
弼職（訓練）等の達成数  

相談援助件数  
啓発事業参加者数  

2007年問題に直面する中小企業等への技能継承支援の  
助言・情報提供件数  

展開   
Ⅴ－3－1  助成金支給件数  

助成金支給金額  

田  母子保健医療対策等総合支援事業の充実   Ⅵ－5－1   
小児科医師数が適正に配置された医療施設数  

実施する自治体数  

要支援・要介護者数の増加率の減少  
田  介護予防に係る事業評価・市町村支援事業費   Ⅸ－3－1  介護予防事業評価・市町村支援委員会の開催回数  

介護予防に関する研修会の開催回数  

田  地域支援事業   Ⅸ－3－1   地域包括支援センターの設置市町村数  

四  継続的評価分析等に要する経費   Ⅸ－3－2   調査実施件数  



（2）成果重視事業  

予算執行の弾力化措置  

事業名   
関連する  

施策目標   
期間   当該事業に係る目標  備考  

目の大措   目聞流用   
国庫債務 負担行為  繰越明拠   り化  

・削減緑黄932，500千円以上  
口  厚生労働省ネットワーク（共通 システム）最適化事業  ⅩⅡ－1－1  17一－24  ・削減業務処理時間2，250時間以上   

○  

・削減経費30．000，000千円以上  

国  社会保険業務の業務・システム 最適化事業  ⅩⅡ－1－1  18′、■24   ・削減業務処理時間17．888，000時間 以上  ○   ○  

・削減経費10，196，301千円以上  
田  職業安定行政関係業務の業務・ システム最適化事業  ⅩⅡ－1－1  18一〉23  ■削減業務処理時間616，656時間以上   

○   ○  

・削減綬章3，666，760干円以上  
4  労災保険給付業務の業務・シス テム最適化事業  ⅩⅡ－1－1  18～23  ・削減業務処理時間268，248時間以上   

○   ○  

監督・安全衛生等業務の業務・  ・削減綬章1．941，680干円以上  
田   システム最適化事業   ⅩⅡ－1－1  18～23   ・削減業務処理時間54，032時間以上   ○   ○  

労働保険適用徴収業務の業務・  ・削減経費1，676．748干円以上  
田   システム最適化事業   ⅩⅡ－1－1  18～25   ・削減業務処理時間137，624時間以上   ○   ○  




